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第１章　計画策定の趣旨等 

第１章 計画策定の趣旨等 

１　計画策定・見直しの趣旨 

○　自殺対策に関して、国においては２００６年（平成１８年）１０月に「自殺対策基本法」が施

行され、２００７年（平成１９年）６月には、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自

殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」が策定されました。 

　○　また、２０１６年（平成２８年）４月に改正自殺対策基本法が施行され、市町村は自殺総合

対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して自殺対策計画を策

定するものとされました。２０１７年（平成２９年）７月には、自殺の実態を踏まえ「自殺総合

対策大綱」が見直され、この中で、「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」であること

が明記されるとともに、自殺対策の本質が生きることの支援にあたることが改めて認識さ

れることとなりました。２０２２年（令和４年）１０月には、自殺者数は依然として毎年２万人

を超える水準で推移しており、男性が大きな割合を占める状況は続いているが、更にコロ

ナ禍の影響で自殺の要因となる様々な問題が悪化したことなどにより、女性は２年連続

の増加、小中高生は過去最多の水準となっていることから、新たな「自殺総合対策大綱」

が閣議決定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　計画の理念 

　この計画は、板柳町の自殺対策を「生きることの包括的な支援」として総合的に推進すること

で、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して策定するものです。 

 

自殺総合対策大綱

地方公共団体は、大綱及び地域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近

な行政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊密な連携・協働に努め

ながら自殺対策を推進する。

改正自殺対策基本法

（第１３条第２項） 

市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘

案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町

村自殺対策計画」という。）を定めるものとする。
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第１章　計画策定の趣旨等 

　３　計画の位置づけ 

　（１）　法制度や他の計画等との関係 

本計画は、自殺対策基本法第１３条第２項の規定に定める「市町村地域自殺対策計画」

であり、国の「自殺対策基本法」「自殺総合対策大綱」を踏まえ、板柳町における実情を勘

案して定める自殺対策についての計画です。 

中長期的な視点を持って継続的に実施していくため、「板柳町長期振興計画」、「健康い

たやなぎ２１」や「板柳町老人福祉計画・介護保険事業計画」、「板柳町地域福祉計画」、「板

柳町障害福祉計画」との整合を図っています。 

 

（２）　ＳＤＧｓとの関係 

 　自殺対策は、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」という基本理念

の下、生きることの包括的な支援として、社会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人

ひとりの生活を守るという姿勢で展開する必要があります。 

 　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通

の目標であるＳＤＧｓの理念と合致するものであることから、自殺対策は、ＳＤＧｓの達成に向

けた政策としての意義も持ち合わせています。 

 

４　計画の期間 

本計画の期間は、２０２４年度（令和６年度）から２０２８年度（令和１０年度）までの５年間と

します。 

国の自殺総合対策大綱の見直しや国の動き、自殺の実態、社会状況の変化等を踏まえ、

必要に応じて、本計画の見直しを行います。 

 

５　計画の数値目標 

「自殺総合対策大綱」では、２０２６年（令和８年）までに２０１５年（平成２７年）と比べて自殺

死亡率を３０％以上減少させることとしています。 

板柳町においては、「自殺者ゼロ」の実現を目指します。
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第２章 板柳町の自殺をめぐる現状 
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

１　全国における自殺者の推移  

（１）　全国の自殺者数の推移 

全国の自殺者数は、１９９８年（平成１０年）に初めて年間３万人を超え、２００３年（平成

１５年）をピークに、減少傾向でありましたが、２０２０年（令和２年）に新型コロナウイルス

感染症の影響等により１１年ぶりに増加に転じ、２０２３年（令和４年）まで３年連続の増加

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女別にみると、男性の自殺者数は女性を大きく上回っています。男性は総数と似た

推移を示しており、２００３年（平成１５年）をピークに年々減少傾向にありましたが、２０２２

年（令和４年）に１３年ぶりに増加しました。女性は１９９８年（平成１０年）をピークに緩やか

な減少傾向にありましたが、２０２０年（令和２年）から２０２２年（令和４年）まで３年連続増

加したことから、新たな自殺総合対策大綱において女性の自殺対策が重点に盛り込まれ

ました。 

 

 

 

 

全国の自殺者の推移
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第２章 板柳町の自殺をめぐる現状 

 

２ 板柳町における自殺者の推移と傾向 

（１） 自殺死亡率の年次推移 

  国、県の自殺死亡率は年々減少傾向にあり、町の自殺死亡率は増減を繰り返し減少傾向

にありましたが、２０２１年（令和３年）には増加しています。 

いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル」より健康推進課作成 

 

（２） 男女別自殺者数の推移 

  町の年間自殺者数は年による増減はありますが、横ばい状況となっています。 

厚生労働省「人口動態統計」より健康推進課作成  
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

３　地域自殺実態プロファイル抜粋 

 　地域自殺実態プロファイルとは、地域における自殺対策の推進を支援するため、いのち支

える自殺対策推進センター（JSCP）が、各自治体の警察統計（自殺日・住所地）直近５年間の

状況を基に分析・提供するものです。 

 　本町において推奨される重点パッケージは、「勤務・経営」、「高齢者」、「無職者・失業者」、

「生活困窮者」の４つで、４０～５０代の自殺死亡率が高いこと、無職者・失業者の自殺死亡率

が高いことが示されています。 

 

（１）　自殺の特徴 

板柳町の自殺者数は２０１７年（平成２９年）～２０２１年（令和３年）で合計７人（男性６人、

女性１人）となっています。性別・年齢・職業・同居人の有無による自殺者数や自殺死亡率を

比較すると、自殺者が最も多い区分が「男性・４０～５９歳・有職者・独居」と「男性・６０歳以

上・有職者・同居」であり、次いで「男性・４０～５９歳・無職者・独居」、「女性・６０歳以上・有職

者・同居」、「男性・４０～５９歳・有職者・同居」と続きます。 

 

 

主な自殺の特徴（特別集計（自殺日・住居地、H２９～R３年合計） 

順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順としました。 
*自殺死亡率の母数（人口）は平成 27 年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計しました。 
**「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考に推定したもの。自殺者の特性別に見て代

表的と考えられる経路の一例を示しており、記載の経路が唯一のものではないことに留意いただきたい。 

地域自殺実態プロファイルより 

 

 

 

 

 

 

 

 自殺者の特性上位５区分
自殺者数 
(５年計)

割合
自殺死亡率* 

(１０万対)
背景にある主な自殺の危機経路**

 
１位:男性４０～５９歳有職独居 ２ ２８．６％ ４３６．４

配置転換（昇進/降格含む）→過労＋仕事の失
敗→うつ状態＋アルコール依存→自殺

 

２位:男性６０歳以上有職同居 ２ ２８．６％ ３１．５
①【労働者】身体疾患＋介護疲れ→アルコール
依存→うつ状態→自殺／②【自営業者】事業不
振→借金＋介護疲れ→うつ状態→自殺

 ３位:男性４０～５９歳無職独居 １ １４．３％ １２２３．８ 失業→生活苦→借金→うつ状態→自殺

 
４位:女性６０歳以上有職同居 １ １４．３％ ２２．２

介護疲れ＋家族間の不和→身体疾患＋うつ状
態→自殺

 
５位:男性４０～５９歳有職同居 １ １４．３％ １４．３

配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕
事の失敗→うつ状態→自殺
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

（２）　自殺の概要 

男性の４０～５９歳の独居・無職者の自殺死亡率が全国より倍以上と、高い割合を占め

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：警察庁自殺統計原票データを厚生労働省（自殺対策推進室）にて特別集計 

（H29～R3 年）（地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）） 

 

 

（３）　性・年代別の自殺死亡率（１０万対） 

男性の自殺死亡率が高く、年代別では４０歳代が全国よりも高い割合となっています。

女性は男性より自殺死亡率は低くなっていますが、７０歳代の自殺死亡率が全国より高い

割合となっています。 

 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」及び厚生労働省「人口動態調査」保管統計表 

性・年代別（H29～R3 年）（地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）） 

自殺者の性・年代別割合と自殺死亡率（10 万対）

町自殺死亡率(10万対)町割合
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

４　自殺に関連するデータ 

（１）　勤務・経営関連資料 

　　　①就業状況 

全労働人口に占める農業の割合が一番高く、３６．９％となっています。 

その他の産業では、サービス業（２２．８％）、卸小売業（１５．８％）、製造業（８．２％）

が順に高い割合となっています。 

 

就労状況 

（２０２０（令和２）年　国勢調査より作成） 

 

 

 

 

人 数（人） 割 合（％）
7,156 100

農業 2,644 36.9
林業 4 0.1
漁業 1 0.0
鉱業・採石業・砂利採取業 2 0.0
建設業 529 7.4
製造業 586 8.2
卸小売業（飲食店含む） 1,131 15.8
金融保険 74 1.0
不動産業 38 0.5
運輸通信 242 3.4
公益事業 18 0.3
サービス 1,632 22.8
公務 214 3.0
分類不能の産業 41 0.6
（再掲）第１次産業 2,649 37.0
（再掲）第２次産業 1,117 15.6
（再掲）第３次産業 3,349 46.8

第３次産業

産業分類別
全労働人口

総 数

第１次産業

第２次産業
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

②有職者の自殺の内訳 

２０１５年（平成２５年）～２０２１年（令和３年）の自殺者数は合計７人で、そのうち有職

者は６人となっています。また、６人のうち４人は自営業・家族従業者です。 

 

地域自殺実態プロファイルより（特別集計（自殺日・住居地、H29～R3 年合計） 

（性・年齢・同居の有無の不詳を除く） 

（２）　高齢者関連 

　　①６０歳以上の自殺の内訳 

高齢者（６５歳以上）の多くが無職のため、性・年代別の同居者の有無を示しています。

６０歳以上の自殺の内訳をみると、同居者ありの方が高い割合となっています。 

 

　地域自殺実態プロファイルより（特別集計（自殺日・住居地、H29～R3 年合計）） 
資料：警察庁自殺統計原票データを厚生労働省（自殺対策推進室）にて特別集計 

高齢者（65 歳以上）の多くが無職のため、性・年代別の同居者の有無を示した。

 有職者の自殺の内訳

 
職業 自殺者数 割合 全国割合

 
自営業・家族従業者 ４ ６６．７％ １７．５％

 
被雇用者・勤め人 ２ ３３．３％ ８２．５％

 
合　計 ６ １００．０％ １００．０％

 60 歳以上の自殺の内訳

 

性別 年齢階級

同居人の有無 
（人数）

同居人の有無 
（割合）

全国割合

 あり なし あり なし あり なし

 

男性

60 歳代 １ ０ ３３．３％ ０．０％ １４．０％ １０．４％

 70 歳代 １ ０ ３３．３％ ０．０％ １５．０％ ８．０％

 80 歳以上 ０ ０ ０．０％ ０．０％ １１．５％ ５．０％

 

女性

60 歳代 ０ ０ ０．０％ ０．０％ ８．７％ ２．８％

 70 歳代 １ ０ ３３．３％ ０．０％ ９．１％ ４．３％

 80 歳以上 ０ ０ ０．０％ ０．０％ ６．９％ ４．３％

 計 ３ ０ １００％　 ０．０％ ６５．２％　 ３４．８％

 合計 ３ １００％ １００％
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

　②　総人口と高齢化率の推移 

２０００年（平成１２年）から２０２０年（令和２年）までの総人口と高齢化率をみると、総人

口は減少し、高齢化率は上昇しています。 

国勢調査（2000（H12）年～2020（R2）年） 

 

（３）　生活困窮者関連資料  

生活保護の状況は、被保護世帯は減少傾向で推移し、２０２２年度（令和４年度）では、

２５８世帯となっています。 

 

 

 

 生活保護世帯数等の推移

 
平成３０年度 

（２０１８年度）

令和元年度 

（２０１９年度）

令和２年度 

（２０２０年度）

令和３年度 

（２０２１年度）

令和４年度 

（２０２２年度）

 
被保護世帯数（世帯） ２９４ ２８２ ２６８ ２６１ ２５８

 
被保護人員（人） ３４８ ３２４ ３０９ ２９９ ２９４

 
保護率（パーミル） ２６．０５ ２４．７４ ２４．０４ ２３．８０ ２３．９７

    中南地域県民局地域健康福祉部事業概要

16,840 16,222 15,22
7 

13,935 12,700 

22.8
26.0

29.4

34.0
38.0 

0 

3,000 

6,000 

9,000 

12,000 

15,000 

18,000 

（人）

2000 2005 2010 2015 2020
0

5

10

15

20

25

30

35

40

（％）総人口と高齢化率の推移

総人口 高齢化率（％）
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

５　町民意識調査の結果 

自殺に対する町民の意識などの実態を把握し、この実態に基づいた自殺対策計画を策定

するため、健診受診者の結果報告会出席者を対象に意識調査（板柳町健康指標調査）を実

施しました。 

 

【調査方法】健診結果報告会対象者に郵送し、報告会にて回収 

【調査対象】町の健診（令和４年６月・１１月）を受診し、結果報告会に出席した 

２０歳以上の男女　９５１人 

【有効回答数】８２２人 

【回答率】８６．４％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174人

178人

352人

142人

144人

286人

51人

64人

115人

14人

37人

51人

5人

10人

15人

0人

3人

3人

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性

男性

総計

有効回答者数（性別・年代別）

70代以上 60代 50代 40代 30代 20代
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

①ストレスを感じますか 

ストレスをいつも感じる人の割合は６．４％、時々感じる人は４６．６％と約半数がストレスを

感じており、ほとんどの年代でストレスを感じていると答えています。 

6.4%

46.6%

47.0% いつも感じる

時々感じる

あまり感じない

8.8%

0.0%

21.4%

21.6%

5.7%

6.7%

54.4%

80.0%

50.0%

51.0%

70.7%

41.2%

36.8%

20.0%

28.6%

27.5%

23.6%

52.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

いつも感じる 時々感じる あまり感じない

4.3%

8.3%

5.7%

9.4%

2.9%

3.0%

39.7%

33.3%

50.0%

65.7%

45.3%

39.9%

31.4%

56.1%

66.7%

41.7%

28.6%

45.3%

57.2%

65.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

いつも感じる 時々感じる あまり感じない
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

②ストレス解消のために何か実行していますか 

ストレス解消のために何かを実行している人の割合は３０．７％であり、男性より女性の割合

が高くなっています。また、ストレスの解消方法が分からない人が３０代男性に多くなっていま

す。　　　　　　　　　　　＊質問①「ストレスを感じますか」にいつも感じるまたは時々感じると回答した方 

30.7%

58.4%

10.9%

実施している

あまり実施していない

解消方法が分からない

22.5%

100.0%

14.3%

25.0%

24.2%

21.1%

21.4%

65.2%

42.9%

66.7%

66.7%

66.7%

66.1%

12.4%

42.9%

8.3%

9.1%

12.3%

12.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

実施している あまり実施していない 解消方法が分からない

37.5%

0.0%

50.0%

40.0%

34.2%

36.3%

39.7%

52.8%

50.0%

40.0%

57.9%

56.0%

47.9%

9.7%

20.0%

7.9%

7.7%

12.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

実施している あまり実施していない 解消方法が分からない
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

③自分は「うつ」ではないかと思ったことがありますか 

自分は「うつ」ではないかと思ったことがある人の割合は約７．８％であり、男女差はほとん

どなく、男性では２０代、女性では３０代に多くみられます。 

7.8%

79.1%

13.1%

はい

いいえ

どちらともいえない

8.0%

0.0%

20.0%

12.0%

4.6%

9.5%

76.4%

60.0%

64.3%

64.0%

74.2%

78.1%

15.6%

20.0%

35.7%

24.0%

13.2%

12.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

はい いいえ どちらともいえない

7.7%

33.3%

8.3%

11.4%

3.2%

8.5%

7.5%

81.5%

66.7%

75.0%

65.7%

87.3%

83.0%

82.1%

10.8%

16.7%

22.9%

9.5%

8.5%

10.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

はい いいえ どちらともいえない
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

④死にたいと思ったことがありますか 

死にたいと思ったことがある人の割合は４．８％、どちらともいえないと答えた人の割合は 

８．９％で、男女共に３０～４０代で多くなっています。 

4.8%

86.2%

8.9%

はい

いいえ

どちらともいえない

4.2%

16.7%

11.4%

4.2%

3.4%

86.8%

100.0%

83.3%

77.1%

90.5%

86.8%

87.4%

9.0%

11.4%

9.5%

9.0%

9.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

はい いいえ どちらともいえない

5.6%

0.0%

20.0%

7.1%

14.0%

5.1%

2.9%

85.6%

80.0%

64.3%

74.0%

83.9%

92.4%

8.8%

28.6%

12.0%

10.9%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

はい いいえ どちらともいえない
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

⑤自殺予防週間（９月１０～１６日）、自殺対策強化月間（３月）を知っていますか 

自殺予防週間や自殺対策強化月間を知っている人の割合は１４．０％と低く、ほとんどの年

代で知らないと答えた人が多くみられます。 

14.0%

86.0%

はい

いいえ

11.8%

33.3%

8.3%

8.6%

9.5%

12.5%

12.6%

88.2%

66.7%

91.7%

91.4%

90.5%

87.5%

87.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

はい いいえ

16.5%

0.0%

20.0%

7.7%

10.0%

22.6%

13.9%

83.5%

80.0%

92.3%

90.0%

77.4%

86.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

はい いいえ
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

⑥こころの相談窓口ネットワーク（相談機関）を知っていますか 

こころの相談窓口ネットワーク（相談機関）を知っている人の割合は３９．２％であり、男性よ

り女性の割合が高くなっています。 

39.2%

60.8%

はい
いいえ

33.6%

33.3%

41.7%

34.3%

41.3%

32.9%

30.6%

66.4%

66.7%

58.3%

65.7%

58.7%

67.1%

69.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

はい いいえ

45.7%

0.0%

60.0%

53.8%

56.0%

43.7%

43.1%

54.3%

40.0%

46.2%

44.0%

56.3%

56.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

はい いいえ
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

⑦毎月 1 回、町で「こころの健康相談」を実施していることを知っていますか 

毎月 1 回、町で「こころの健康相談」を実施していることを知っている人の割合は３０．１％で

あり、男性より女性の割合が高く、男女ともに若い人より高齢者の方が知っていると答えてい

ます。 

30.1%

64.6%

はい
いいえ

23.3%

16.7%

11.4%

23.8%

21.7%

27.6%

76.7%

100.0%

83.3%

88.6%

76.2%

78.3%

72.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

はい いいえ

41.7%

0.0%

20.0%

28.6%

38.0%

41.9%

44.3%

58.3%

80.0%

71.4%

62.0%

58.1%

55.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

はい いいえ
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

⑧あなたは「ゲートキーパー」という言葉を聞いたことがありますか 

　「ゲートキーパー」という言葉を聞いたことがある人の割合は１０．６％であり、２０代ではゲー

トキーパーという言葉を聞いたことがある人はゼロとなっています。 

10.6%

89.4%

はい
いいえ

10.6%

16.7%

14.3%

8.1%

11.3%

9.9%

89.4%

100.0%

83.3%

85.7%

91.9%

88.7%

90.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

はい いいえ

10.5%

0.0%

20.0%

14.3%

12.0%

10.2%

9.8%

89.5%

80.0%

85.7%

88.0%

89.8%

90.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

はい いいえ
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第２章　板柳町の自殺をめぐる現状 

⑨あなたは「相談窓口紹介ネットワーク事業」を知っていますか 

 「相談窓口紹介ネットワーク事業」知っている人の割合は７．４％と低い状況となっています。

7.4%

92.6%

はい

いいえ

8.4%

33.3%

8.3%

2.9%

6.3%

8.4%

9.8%

91.6%

66.7%

91.7%

97.1%

93.7%

91.6%

90.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

はい いいえ

6.3%

7.1%

6.0%

4.4%

8.0%

93.7%

0.0%

100.0%

92.9%

94.0%

95.6%

92.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性全体

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

はい いいえ
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第３章　いのちを支える自殺対策における取組 

第３章　　いのちを支える自殺対策における取組 

１　基本的な考え方 

国が定める「地域自殺対策政策パッケージ」において、全ての自治体で取り組むことが望ま

しいとされた「基本施策」と、地域の自殺の実態を詳細に分析した地域自殺実態プロファイル

により示された「重点施策」を組み合わせ、地域の特性に応じた実効性の高い施策を推進して

いきます。  

　また、庁内の多様な既存事業を「生きることを支える取組」と位置付け、より包括的・全庁的

に自殺対策を推進していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５つの「基本施策」 

地域におけるネットワークの強化 

自殺対策を支える人材の育成 

住民への啓発と周知 

生きることの促進要因への支援 

児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

４つの「重点施策」 

子ども・若者 

勤務・経営 

高齢者 

生活困窮者 

 

誰も自殺に追い込まれることのない板柳町

生きる支援関連施策 

既存事業を自殺対策（地域づくり）の観点から捉え直し、 

様々な課題に取り組む各課、各組織の事業を連携
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第３章　いのちを支える自殺対策における取組 

２　５つの基本施策 

（１）　地域におけるネットワークの強化  

自殺には、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・職場のあり方の変

化など、様々な要因とその人の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係しています。

自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるよう、精神保健的な視点だけでなく、

社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要です。また、このような包括的な取組を実施

するためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要があります。  

① 地域における連携・ネットワークの強化  

自殺対策においては、医療、保健、生活、教育、労働等に関わる様々な関係機関のネット

ワークづくりが重要です。町民と行政、関係機関が顔の見える関係を築きながら協働し、地

域で支え合えるまちづくりを推進します。 

② 庁内の連携体制の整備 

様々な問題が複雑化する前に、より早い段階での問題解決ができるよう、庁内すべての

窓口での対応力向上と連携体制の整備を行います。 

 

 

 【事業名】 

事業内容
担当課等

 

 【板柳町いのちを支える自殺対策推進本部】 

自殺対策について庁内関係課等の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合

的に推進するため、会議を開催します。

全課等

 
【板柳町健康づくり推進協議会】 

関係各種団体の代表が集まり、町の自殺対策に関する協議を行います。
健康推進課

 【要保護児童対策地域協議会】 

虐待が疑われる児童生徒や支援対象家庭で自殺リスクが高いと思われる保護

者等について、早期支援につなげられるよう、関係機関の連絡体制の強化を図

ります。

介護福祉課

 【板柳町虐待等対策連絡協議会】 

高齢者、障害者等に対する虐待や配偶者等への暴力等の防止策の推進を図

るとともに、関係機関との相互の協力により、虐待等の防止を図ります。また、

自殺実態や自殺リスクに関する情報提供を行うことにより、自殺リスクを抱えた

人の早期発見と対応を推進します。

介護福祉課

 【総合的な相談体制の強化・連携】 

各種相談窓口と健康推進課との情報共有や連携強化にむけたフローチャート

の活用により、悩みや問題を抱える人の問題解決に向けた取組を進め、包括

的・継続的な支援を行います。

全課等
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第３章　いのちを支える自殺対策における取組 

●評価指標 

 

 

（２）　自殺対策を支える人材の育成  

様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対しての早期の「気づき」が重要であり、「気づき」

のための人材育成の方策を充実させる必要があります。誰もが早期の「気づき」に対応できる

よう、必要な研修の機会の確保を図ります。  

一般町民や日頃から地域住民と接する機会の多い民生児童委員や地区組織、商工会、農

協、金融機関、教職員、学童保育指導員、保育士、施設関係者、消防団、女性団体連絡協議

会、役場職員等に、ゲートキーパー養成講座等を開催し、地域における対策の支え手を育成

します。 

 

 

 
評価指標

２０２２ 

年度実績

２０２８年度までの

目標値

 
板柳町いのちを支える自殺対策推進本部会議開催回数 1 回 1 回／年

 
板柳町健康づくり推進協議会開催回数 1 回 1 回／年

 
要保護児童対策地域協議会開催回数 1 回 １回以上／年

 
板柳町虐待等対策連絡協議会開催回数 1 回 １回以上／年

 板柳町いのちを支えるネットワークフローチャートの活用による

連携件数
１件

解決したケースが

増える

 【事業名】 

事業内容
担当課

 

 【一般町民や各種団体、役場職員等を対象としたゲートキーパー養成講座】 

日頃から地域住民と接する機会の多い民生児童委員や地区組織、商工会、農

協、金融機関、教職員、学童保育指導員、保育士、施設関係者、消防団、女性

団体連絡協議会、役場職員等に、相談者やその家族の変化に気づき、本人の

気持ちに耳を傾け、早めの専門機関への相談を促し、日々の活動の中で寄り

添いながら見守っていく役割を担っていけるよう、ゲートキーパー養成講座等を

開催していきます。

健康推進課

 【こころの健康づくり研修会】 

自殺の要因の一つである精神疾患や、自殺問題に対する誤解や偏見を取り除

き、心の健康や自殺に関する正しい知識等について理解を深めるための研修

を開催していきます。

健康推進課
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第３章　いのちを支える自殺対策における取組 

●評価指標 

 

（３）　住民への啓発と周知  

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の心

情や背景が理解されにくい現実があります。そうした心情や背景への理解を深めることも含め

て、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適切であるということが社会全体の共

通認識となるよう、積極的に普及啓発を行っていきます。  

また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命と暮らしの危機に陥った場合には誰か

に援助を求めることが適切であるということの理解を促進していきます。自分の周りにいるか

もしれない自殺を考えている人の存在に気づき、思いに寄り添い、声をかけ、話を聞き、必要

に応じて専門家につなぎ、見守っていくという役割等についての意識が共有されるよう、啓発

事業を展開していきます。 

 

 
評価指標

２０２２ 

年度実績

２０２８年度までの

目標値

 一般町民や各種団体、役場職員等を対象としたゲートキーパー

養成講座開催回数
１回 １回以上／年

 
こころの健康づくり研修会開催回数 １回 １回以上／年

 【事業名】 

事業内容
担当課

 

 【封筒広告による自殺予防相談窓口の周知】 

町の封筒に自殺予防対策のためのメッセージや相談機関窓口を印刷し、周知

を図ります。

健康推進課

 【チラシを町内関係機関に設置する】 

自殺予防週間や自殺対策強化月間には公民館や図書館等にチラシを配置し

心の健康に関する周知を図ります。

健康推進課 

生涯学習課

 
【新成人への啓発】 

相談窓口の一覧等について資料等を配布し、周知します。

健康推進課 

生涯学習課

 【こころの健康づくり研修会】（再掲） 

自殺の要因の一つである精神疾患や、自殺問題に対する誤解や偏見を取り除

き、心の健康や自殺に関する正しい知識等について理解を深めるための研修

を開催していきます。

健康推進課

 
【イベントにおける展示等】 

自殺対策（生きることの包括的な支援）に関連するブースの展示、資料の配布

などを行うことで、町民への啓発の機会としていきます。

健康推進課
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第３章　いのちを支える自殺対策における取組 

 

●評価指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【事業名】 

事業内容
担当課

 

 【広報紙を通じた広報活動】 

自殺予防週間（９月）、自殺対策強化月間（３月）に合わせ、こころの健康に関す

る啓発活動を行います。

健康推進課 

企画財政課

 
評価指標

２０２２ 

年度実績

２０２８年度までの

目標値

 
こころの健康づくり研修会の開催回数（再掲） １回 １回以上／年

 
新成人への啓発 １回 １回／年

 
イベントにおける展示等 １回 １回以上／年

 
広報紙掲載回数 ２回 ２回以上／年

 
自殺予防週間（９月１０～１６日）、自殺対策強化月間（３月）を

知っている人の割合
１４．０％ ２０％以上

 
こころの相談窓口ネットワーク（相談機関）を知っている人の割

合
３９．２％ ４５％以上

 
毎月 1 回、町で「こころの健康相談」を実施していることを知って

いる人の割合
３０．１％ ３５％以上

 
「ゲートキーパー」という言葉を聞いたことがある人の割合 １０．６％ １５％以上
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第３章　いのちを支える自殺対策における取組 

（４）　生きることの促進要因への支援  

自殺対策は個人においても社会においても、「生きることの阻害要因」を減らす取組に加え

て「生きることへの促進要因」を増やす取組を行うこととされています。  

「生きることへの促進要因」への支援という観点から、居場所づくりの支援に関する対策を

推進していきます。 

 

 

●評価指標 

 

 

 

 【事業名】 

事業内容
担当課

 

 【アクティビティサービス事業】 

高齢者が出来る限り要介護状態になることなく、健康で生き生きとした老後生活を

送れるよう支援する観点から、自立した高齢者を対象に、認知症予防及び閉じこも

り予防のためにアクティビティサービス事業を行います。 

閉じこもりがちであったり、身体面の問題や不安を抱えている孤立状態の高齢者を

把握し、早期発見早期対応へと結びつけます。

介護福祉課

 
【子育て支援センターの活用】 

子育て世代の親と子どもが気軽に集い、相互交流を図る場を提供します。子育て

の相談支援を行うとともに、子育てに係る各種情報提供などを行います。

介護福祉課

 
【高齢者教育に関すること（いきいき大学等）】 

高齢者の親睦を深め、自らが生きがいを感じ、健やかで豊かな生活を送るための

学習機会を提供します。 

高齢者が地域で集える機会を設けることで、高齢者の状況を定期的に把握し、異

変があれば必要な対策や専門機関につなぐ等、支援への接点とします。

生涯学習課 

健康推進課

 
評価指標

２０２２ 

年度実績

２０２８年度までの

目標値

 
アクティビティサービス事業登録人数 ５９人 現状維持

 
子育て支援センター利用者数 ２４組 現状維持

 
高齢者教育（いきいき大学等）にて自殺予防の講話を行う １回 １回／年
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第３章　いのちを支える自殺対策における取組 

（５）　児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育  

　　「生きることの包括的な支援」として「困難やストレスに直面した児童・生徒が信頼できる大

人に助けの声をあげられる」ということを目標として、ＳＯＳの出し方に関する教育を進めてい

きます。 

 

 

●評価指標 

 

 

 

 

 【事業名】 

事業内容
担当課

 

 
【ＳＯＳの出し方教育】 

中学生を対象に、いのちの大切さを実感できる教育だけでなく、生活上の困難・スト

レスに直面した時の対処方法やＳＯＳの出し方を学ぶための教育を推進します。

健康推進課 

学務課

 【スクールソーシャルワーカー活用事業】 

ソーシャルワーカーを活用し、様々な課題を抱えた児童生徒に対し、当該児童生徒

が置かれた環境へ働きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用したりするな

ど多様な支援方法を用いて課題解決への対応を図ります。

学務課

 
【学校教育関係者に対するゲートキーパー養成講座】（再掲） 

児童生徒が発信するＳＯＳサインに気づき、見守りながら、相談支援機関につなぐ

役割ができる人材の養成に努めます。

健康推進課

 
評価指標

２０２２ 

年度実績

２０２８年度まで

の目標値

 
ＳＯＳの出し方教育開催回数 未実施 １回／年

 
スクールソーシャルワーカー活用事業件数 ６件

解決したケース

が増える

 学校教育関係者に対するゲートキーパー養成講座開催回数

（再掲）
未実施 １回以上／年
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第３章　いのちを支える自殺対策における取組 

３　４つの重点施策 

（１）　子ども・若者 

町では、年代別の自殺率をみると、４０代以下の男性の自殺率が高い状況です。 

若者層が自殺に追い込まれないこと、抱えた悩みや問題が深刻化する前段階で、必要な

支援につながる取組が求められます。 

 

 

●評価指標 

 【事業名】 

事業内容
担当課

 

 
【思春期教室（赤ちゃんふれあい体験学習）】 

核家族化､少子化により乳幼児とふれあう機会が少なくなった思春期の子どもたち

（小学校５．６年生）に対し、乳児健診の場を利用し、乳児とふれあうことにより、育

児の喜びや大変さ､命の尊さ、性の尊重について学びます。

健康推進課 

学務課

 
【ＳＯＳの出し方教育】（再掲） 

中学生を対象に、いのちの大切さを実感できる教育だけでなく、生活上の困難・スト

レスに直面した時の対処方法やＳＯＳの出し方を学ぶための教育を推進します。

健康推進課 

学務課

 
【スクールソーシャルワーカー活用事業】（再掲） 

ソーシャルワーカーを活用し、様々な課題を抱えた児童生徒に対し、当該児童生徒

が置かれた環境へ働きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用したりするな

ど多様な支援方法を用いて課題解決への対応を図ります。

学務課

 
【学校教育関係者に対するゲートキーパー養成講座】（再掲） 

児童生徒が発信するＳＯＳのサインに気づき、見守りながら、相談支援機関につな

ぐ役割ができる人材の養成に努めます。

健康推進課

 
評価指標

２０２２ 

年度実績

２０２８年度まで

の目標値

 
思春期教室（赤ちゃんふれあい体験教室）実施校数 ４校

全ての小学校で

実施

 
ＳＯＳの出し方教育開催回数（再掲） 未実施 １回／年

 
スクールソーシャルワーカー活用事業件数（再掲） ６件

解決したケース

が増える

 学校教育関係者に対するゲートキーパー養成講座開催回数

（再掲）
未実施 １回以上／年
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第３章　いのちを支える自殺対策における取組 

（２）　勤務・経営 

町では働き盛りの男性における自殺が課題となっています。特に働き盛りの男性は、心

理的、社会的にも負担を抱えることが多く、また過労、失業、病気、親の介護等により、心の

健康を損ないやすいとされています。こうした人々が安心して生きられるようにするためには、

精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要です。  

このことから、自殺対策を「生きる支援」ととらえ、自殺の危機経路に即した対策を実施す

るため、様々な分野の人々や組織が連携し、問題を抱える人や自殺を考えている人に包括

的な支援が届く体制づくりに取り組みます。 

 

 

●評価指標 

 

 

 【事業名】 

事業内容
担当課

 

 【相談窓口紹介ネットワーク事業】 

困りごと相談の際、消費生活相談窓口をはじめとする各種相談窓口に適切に

案内します。

産業振興課

 
【職域関係者に対するゲートキーパー養成講座】（再掲） 

商工会や農協等、事業所等の職員を対象に、メンタルヘルスについて理解し、

うつ等のリスクがある場合は、早期発見し相談支援機関につなぐ役割ができる

人材の養成に努めます。

健康推進課

 
評価指標

２０２２ 

年度実績

２０２８年度までの

目標値

 
相談窓口紹介ネットワーク事業を知っている人の割合 ７．４％ １０％

 職域関係者に対するゲートキーパー養成講座開催回数回数

（再掲）
１回 １回以上／年
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第３章　いのちを支える自殺対策における取組 

（３）　高齢者 

高齢者の自殺については、閉じこもりや抑うつ状態から孤立・孤独に陥りやすいといった

高齢者特有の課題を踏まえつつ、様々な背景や価値観に対応した支援、働きかけが必要

です。町では、行政サービス、民間事業所サービス、民間団体の支援等を適切に活用し、

高齢者の孤立・孤独を防ぐための居場所づくり、社会参加の強化といった生きることの包括

的支援としての施策の推進を図ります。 

 

 

●評価指標 

 

 

 【事業名】 

事業内容
担当課

 

 
【地域ケア会議】 

地域の高齢者が抱える問題だけでなく、自殺対策の視点も加えて個別支援の

充実を図り、多職種での連携体制や社会基盤の整備に取り組みます。

介護福祉課

 【通所型短期集中予防サービス】 

生活機能の低下がみられた対象者に対し、介護予防・生活支援サービスを行う

ことによって、閉じこもりがちであったり、身体面で問題や不安を抱えて孤立状

態にある高齢者を把握し、自殺のリスクが高い者に対しては適切な支援先へつ

なぎます。

介護福祉課

 
【介護施設関係者に対するゲートキーパー養成講座】（再掲） 

高齢者のうつ等のリスクを早期発見、個別支援し、相談支援機関につなぐ役割

ができる人材の養成に努めます。

健康推進課

 
評価指標

２０２２ 

年度実績

２０２８年度までの

目標値

 
地域ケア会議開催回数 ５回／年 １０回／年

 
通所型短期集中予防サービス利用者数 ２８人 ３０人

 介護施設関係者に対するゲートキーパー養成講座開催回数

（再掲）
未実施 １回以上／年
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（４）　生活困窮者 

生活困窮者はその背景として、虐待、依存症、知的障害、発達障害、精神疾患、被災避

難、介護、多重債務、労働等の多様かつ広範な問題を、複合的に抱えていることが多く、経

済的困窮に加えて社会から孤立しやすいという傾向があります。生活困窮の状態にある者・

生活困窮に至る可能性のある者が自殺に至らないように、生活困窮者自立支援制度の自

立相談支援等と連動させて効果的な対策を進めていきます。 

　 

 

 

 

 

 

 

 【事業名】 

事業内容
担当課等

 

 【こころの健康相談や人権相談】 

司法書士によるこころの相談や人権擁護委員による相談を受ける中で、生活面

全般において問題を抱えている人に対し、様々な支援につなげるきっかけ・体

制づくりの支援を行います。

健康推進課 

総務課

 【年金給付等相談】 

年金に関する相談を随時受け付けます。自殺リスクにつながりかねない経済的

な問題等を抱えている人を早い段階で発見するとともに、必要な支援へつなげ

られる体制づくりを進めます。

町民生活課

 

【各種納付相談】 

各種税金や保険料等の支払いの際、生活面で深刻な問題を抱えていたり困難

な状況にある方の相談を随時窓口で受け付けます。「生きることの包括的な支

援」のきっかけと捉え、「板柳町いのちを支えるネットワークフローチャート」を活

用し、実際に様々な支援につなげられる体制を作ります。

税務会計課 

介護福祉課 

健康推進課 

板柳中央病院 

上下水道課 

地域整備課

 
【生活困窮者自立支援事業】 

青森県社会福祉協議会と連携し、相談支援、就労支援、家計支援のほか、対

象者一人ひとりの困りごとにあわせた支援をしていきます。

介護福祉課

 【就学援助と特別支援学級就学奨励補助】 

経済的理由により、就学困難な児童・生徒に対し、給食費・ 学用品等を補助し

ます。 

特別支援学級在籍者に対し、就学奨励費の補助を行います。

学務課
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●評価指標 

 

 

 
評価指標

２０２２ 

年度実績

２０２８年度までの

目標値

 

こころの健康相談の実施回数 １２回

継続開催し、随時

相談には保健師が

対応

 
人権擁護相談実施回数 １２回 継続開催

 
板柳町いのちを支えるネットワークフローチャートの活用による

連携件数（再掲）
１件

解決したケースが

増える

 
就学援助の利用者数（小・中学校） １６０名

周知を継続し必要

な方が利用できる

 
特別支援学級就学奨励補助利用者数（小・中学校） ２１名

周知を継続し必要

な方が利用できる
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４　生きる支援関連施策 

（１）　生きる支援関連施策について  

①これらの事業については、自殺対策の視点からの事業の捉え方を踏まえ、町の基本施策

（５項目）及び重点施策（４項目）に基づき、関連あるものとして分類しています。  

 

②各課等の事業でそれぞれ住民と関わる際、もし悩んでいる人に【気づき】、必要に応じて

関係者に紹介し問題解決にあたることが必要な場合においては『板柳町いのちとこころを支

えるネットワークフローチャート』を活用しながら、話を【聴き】、関係課等に【つなぐ】役割を、

１人１人が担っていきます。  

 

③さらに、このほか数多くの業務がありますが、あらゆる機会を捉え、住民に対する啓発と

周知を行っていくよう、努めるものとします。 
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取
れ

る
よ

う
に

な
る

可
能

性
が

あ
る

。

●
●
●

●
●

1
3

介
護
福
祉
課

福
祉
係

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業

・
青

森
県

社
会

福
祉

協
議

会
と

連
携

し
、

相
談

支
援

、
就

労
支

援
、

家
計

支
援

の
ほ

か
、

対
象

者
一

人
ひ

と
り

の
困

り
ご

と
に

あ
わ

せ
た

支
援

▼
生

活
困

窮
者
が

、
身

近
に

困
り

ご
と

の
相

談
で

き
る

場
を

知
り

、
必

要
に

応
じ

て
関

係
機

関
と

連
携

す
る

こ
と

で
、

自
殺

対
策

の
機

会
に

な
り

得
る

。
●
●

●
●

●
●

1
4

介
護
福
祉
課

福
祉
係

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会

・
虐

待
が

疑
わ

れ
る

児
童

生
徒

や
、

支
援

対
象

家
庭

で
自

殺
リ

ス
ク

が
高

い
と

思
わ

れ
る

保
護

者
等

に
つ

い
て

、
早

期
支

援
に

つ
な

げ
ら

れ
る

よ
う

、
関

係
機

関
の

連
絡

体
制

の
強

化

▼
対

応
者

に
対
し

、
ゲ

ー
ト

キ
ー

パ
ー

研
修

を
受

講
し

て
も

ら
う

こ
と

で
、

支
援

対
象
の

高
齢

者
の

抱
え

る
問

題
や

異
変

を
早

期
に

察
知

し
、

適
切

な
機

関
へ

と
つ

な
ぐ

等
の

対
応

を
強

化
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

●
●

●
●

●
●

1
5

介
護
福
祉
課

福
祉
係

虐
待
等
対
策
連
絡
協
議
会

・
高

齢
者

、
障

害
者

等
に

対
す

る
虐

待
や

配
偶

者
等

へ
の

暴
力

等
の

防
止

策
の

推
進

を
図

る
と

と
も

に
、

関
係

機
関

と
の

相
互

の
協

力
に

よ
り

、
虐

待
等

の
防

止
を

図
る

・
自

殺
実

態
や

自
殺

リ
ス

ク
に

関
す

る
情

報
提

供
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

自
殺

リ
ス

ク
を

抱
え

た
人

の
早

期
発

見
と

対
応

を
推

進

▼
対

応
者

に
対
し

、
ゲ

ー
ト

キ
ー

パ
ー

研
修

を
受

講
し

て
も

ら
う

こ
と

で
、

支
援

対
象
者

の
抱

え
る

問
題

や
異

変
を

早
期

に
察

知
し

、
適

切
な

機
関

へ
と

つ
な

ぐ
等

の
対

応
を

強
化

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
●
●

●
●

●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

1
6

介
護
福
祉
課

福
祉
係

母
子
・
父
子
・
寡
婦
福
祉
に
関
す
る
相

談
・

母
子

父
子

寡
婦

資
金

の
貸

付
予

約
（

修
学

支
援

資
金

、
修

学
資

金
等

）

▼
相

談
者

の
中
で

は
、

生
き

づ
ら

さ
を

抱
え

、
自

殺
リ

ス
ク

の
高

い
方

も
い

る
。

▼
相

談
の

際
に
問

題
を

把
握

し
、

適
切

な
支

援
機

関
に

つ
な

ぐ
機

会
に

も
な

り
得

る
。

●
●

1
7

介
護
福
祉
課

福
祉
係

配
偶
者
暴
力
防
止
に
関
す
る
相
談

・
Ｄ

Ｖ
に

関
す

る
相

談
受

付

▼
配

偶
者

や
パ
ー

ト
ナ

ー
か

ら
暴

力
を

受
け

る
と

い
う

経
験

は
、

自
殺

の
リ

ス
ク

を
上

昇
さ

せ
か

ね
な

い
。

▼
相

談
の

機
会
を

提
供

す
る

こ
と

で
、

自
殺

リ
ス

ク
の

軽
減

に
寄

与
し

得
る

。

●
●

●
●
●
●

1
8

介
護
福
祉
課

福
祉
係

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
事
務

・
ひ

と
り

親
家

庭
等

へ
の

医
療

費
の

助
成

▼
ひ

と
り

親
家
庭

は
貧

困
に

陥
り

や
す

く
、

ま
た

孤
立

し
が

ち
で

あ
る

な
ど

、
自

殺
に

つ
な

が
る

問
題

要
因

を
抱

え
込

み
や

す
い

。
▼

医
療

費
の

助
成

時
に

当
事

者
と

の
直

接
的

な
接

触
機

会
が

あ
れ

ば
、

彼
ら

の
抱

え
る

問
題

の
早

期
発

見
と

対
応

へ
の

接
点

に
な

り
得

る
。

●
●

●
●
●

●

1
9

介
護
福
祉
課

福
祉
係

児
童
扶
養
手
当
支
給
事
務

・
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

▼
家

族
と

の
離
別

・
死

別
を

経
験

し
て

い
る

方
は

自
殺

の
リ

ス
ク

が
高

ま
る

場
合

が
あ

る
。

▼
扶

養
手

当
の
支

給
機

会
を

、
自

殺
の

リ
ス

ク
を

抱
え

て
い

る
可

能
性

が
あ

る
集

団
と

の
接

触
窓

口
と

し
て

活
用

し
得

る
。

●
●

●
●

2
0

介
護
福
祉
課

福
祉
係

児
童
家
庭
相
談

・
要

保
護

児
童

対
策

等

▼
児

童
虐

待
が
発

生
す

る
状

況
下

で
は

、
そ

の
家

庭
そ

の
も

の
の

自
殺

リ
ス

ク
を

上
昇

さ
せ

る
。

▼
相

談
の

機
会
を

提
供

す
る

こ
と

で
、

自
殺

リ
ス

ク
の

軽
減

に
寄

与
し

得
る

。

●
●

●
●
●
●

2
1

介
護
福
祉
課

福
祉
係

民
生
・
児
童
委
員
事
務

・
民

生
・

児
童

委
員

が
地

域
に

お
い

て
、

住
民

の
相

談
に

応
じ

、
必

要
な

援
助

を
行

い
、

社
会

福
祉

の
増

進
に

努
め

る
。

▼
地

域
で

困
難
を

抱
え

て
い

る
人

に
気

づ
き

、
適

切
な

相
談

機
関

に
つ

な
げ

る
上

で
、

地
域

の
最

初
の

窓
口

と
し

て
機

能
し

得
る

。
●
●

●
●
●

●
●

2
2

介
護
福
祉
課

福
祉
係

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
委
託
料

・
子

育
て

家
庭

の
保

護
者

を
対

象
に

、
専

門
職

（
保

育
士

・
看

護
師

）
が

子
育

て
に

関
す

る
情

報
や

親
子

で
ゆ

っ
た

り
遊

べ
る

場
所

を
提

供
す

る
な

ど
し

、
安

心
し

て
子

育
て

が
で

き
る

環
境

づ
く

り
を

支
援

。

▼
育

児
相

談
な
ど

を
通

じ
、

保
育

士
が

気
づ

き
役

や
つ

な
ぎ

役
と

し
て

の
役

割
を

担
え

る
よ

う
に

な
る

可
能

性
が

あ
る

。
●
●

●

2
3

介
護
福
祉
課

福
祉
係

福
祉
安
心
電
話
（
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

）
・

通
報

シ
ス

テ
ム

を
設

置
す

る
こ

と
で

、
在

宅
の

ひ
と

り
暮

ら
し

の
生

活
の

安
全

を
確

保
す

る
と

と
も

に
、

障
害

者
の

不
安

を
解

消
す

る
。

▼
通

報
シ

ス
テ
ム

の
設

置
を

通
じ

て
、

独
居

の
者

の
連

絡
手

段
を

確
保

し
、

状
態

把
握
に

努
め

る
と

と
も

に
、

必
要

時
に

は
他

の
機

関
に

つ
な

ぐ
等

の
対

応
を

す
る

な
ど

、
支

援
へ

の
接

点
と

し
て

活
用

し
得

る
。

●
●

●
●

2
4

介
護
福
祉
課

福
祉
係

ほ
の
ぼ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
２
１
推
進
事

業
・

地
域

の
登

録
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
に

よ
る

見
守

り
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
▼

地
域

の
見

守
り

活
動

を
行

い
、

自
殺

の
リ

ス
ク

を
抱

え
て

い
る

可
能

性
の

あ
る

住
民

へ
の

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

に
活

用
で

き
る

。
●
●

●

2
5

介
護
福
祉
課

福
祉
係

生
活
保
護
に
関
す
る
事
務

・
生

活
保

護
に

関
す

る
相

談

▼
生

活
保

護
受
給

者
は

、
受

給
し

て
い

な
い

人
に

比
べ

て
自

殺
の

リ
ス

ク
が

高
い

こ
と

が
既

存
調

査
に

よ
り

明
ら

か
に

な
っ

て
お

り
、

各
種

相
談

・
支

援
の

提
供

は
、

そ
う

し
た

人
々

に
ア

プ
ロ

ー
チ

す
る

た
め

の
機

会
と

な
り

得
る

。

●
●

●
●

2
6

介
護
福
祉
課

福
祉
係

町
を
明
る
く
す
る
町
民
大
会
開
催

・
犯

罪
、

交
通

事
故

な
ど

防
止

し
て

明
る

い
ま

ち
を

目
指

す
。

▼
犯

罪
、

交
通
事

故
が

減
少

す
れ

ば
、

加
害

者
、

被
害

者
が

減
少

し
自

殺
リ

ス
ク

の
軽

減
に

も
寄

与
し

得
る

。
●
●

●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

2
7

総
務
課

庶
務
係

交
通
安
全
対
策
事
業

・
交

通
事

故
防

止
対

策
▼

犯
罪

、
交

通
事

故
が

減
少

す
れ

ば
、

加
害

者
、

被
害

者
が

減
少

し
自

殺
リ

ス
ク

の
軽

減
に

も
寄

与
し

得
る

。
●
●

●

2
8

介
護
福
祉
課

介
護

保
険
係

介
護
相
談
に
関
す
る
こ
と

・
高

齢
者

と
そ

の
家

族
の

悩
み

ご
と

や
介

護
保

険
等

に
関

す
る

総
合

相
談

に
対

応
す

る
。

▼
介

護
は

本
人
や

家
族

に
と

っ
て

の
負

担
が

大
き

く
、

最
悪

の
場

合
、

心
中

や
殺

人
へ

と
つ

な
が

る
危

険
も

あ
る

。
自

殺
の

リ
ス

ク
が

高
い

住
民

と
の

接
触

機
会

と
し

て
活

用
し

得
る

。
▼

相
談

を
通

じ
て

本
人

や
家

族
の

負
担

軽
減

を
図

る
こ

と
で

、
自

殺
リ

ス
ク

の
軽

減
に

も
寄

与
し

得
る

。
▼

介
護

に
ま

つ
わ

る
諸

問
題

に
つ

い
て

の
相

談
機

会
の

提
供

を
通

じ
て

、
本

人
や

家
族

が
抱

え
る

様
々

な
問

題
を

察
知

し
、

支
援

に
つ

な
げ

る
こ

と
は

、
自

殺
対

策
（

生
き

る
こ

と
の

包
括

的
支

援
）

に
も

つ
な

が
る

。
▼

相
談

者
の

中
で

、
自

殺
リ

ス
ク

が
高

い
者

に
対

し
て

、
必

要
な

助
言

や
適

切
な

支
援

先
へ

つ
な

ぐ
等

の
対

応
を

行
う

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

自
殺

リ
ス

ク
の

軽
減

に
も

寄
与

し
得

る
。

▼
つ

な
ぐ

べ
き
支

援
先

や
支

援
策

を
、

職
員

に
周

知
し

て
お

く
必

要
が

あ
る

。
▼

職
員

に
対

し
て

ゲ
ー

ト
キ

ー
パ

ー
研

修
を

実
施

し
、

支
援

の
つ

な
ぎ

を
強

化
す

る
。

●
●
●
●

●

2
9

介
護
福
祉
課

介
護

保
険
係

介
護
保
険
料
（
第
１
号
被
保
険
者
）
の

賦
課
・
徴
収
に
関
す
る
こ
と

・
保

険
料

の
計

算
と

徴
収

を
行

う
。

未
納

者
に

は
督

促
・

催
告

を
行

い
納

付
相

談
に

対
応

▼
期

限
ま

で
に
納

付
で

き
な

い
住

民
は

、
生

活
面

で
深

刻
な

問
題

を
抱

え
て

い
た

り
、

困
難

な
状

況
に

あ
る

場
合

も
あ

り
、

潜
在

的
な

ハ
イ

リ
ス

ク
層

を
把

握
す

る
上

で
の

ひ
と

つ
の

手
段

と
な

り
得

る
。

▼
徴

収
の

過
程
で

、
自

殺
の

リ
ス

ク
と

な
り

う
る

生
活

困
窮

を
含

め
た

生
活

上
の

さ
ま

ざ
ま

な
問

題
に

早
期

に
気

づ
き

、
支

援
に

つ
な

げ
る

。
▼

つ
な

ぐ
べ

き
支

援
先

や
支

援
策

を
、

職
員

に
周

知
し

て
お

く
必

要
が

あ
る

。
▼

職
員

に
対

し
て

ゲ
ー

ト
キ

ー
パ

ー
研

修
を

実
施

し
、

支
援

の
つ

な
ぎ

を
強

化
す

る
。

●
●
●

●
●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策
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高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

3
0

介
護
福
祉
課

介
護

保
険
係

要
介
護
・
要
支
援
認
定
（
調
査
）
に
関

す
る
こ
と

・
介

護
認

定
調

査
員

が
自

宅
に

訪
問

し
、

心
身

の
状

態
に

つ
い

て
調

査
す

る
。

生
活

機
能

の
低

下
の

原
因

に
な

っ
た

病
気

や
け

が
、

治
療

内
容

、
心

身
の

状
態

な
ど

に
つ

い
て

記
載

し
た

主
治

医
意

見
書

を
取

得
す

る
。

介
護

認
定

審
査

会
で

審
査

・
判

定
す

る
。

▼
介

護
は

本
人
や

家
族

に
と

っ
て

の
負

担
が

大
き

く
、

最
悪

の
場

合
、

心
中

や
殺

人
へ

と
つ

な
が

る
危

険
も

あ
る

。
自

殺
の

リ
ス

ク
が

高
い

住
民

と
の

接
触

機
会

と
し

て
活

用
し

得
る

。
▼

相
談

を
通

じ
て

本
人

や
家

族
の

負
担

軽
減

を
図

る
こ

と
で

、
自

殺
リ

ス
ク

の
軽

減
に

も
寄

与
し

得
る

。
▼

介
護

に
ま

つ
わ

る
諸

問
題

に
つ

い
て

の
相

談
機

会
の

提
供

を
通

じ
て

、
本

人
や

家
族

が
抱

え
る

様
々

な
問

題
を

察
知

し
、

支
援

に
つ

な
げ

る
こ

と
は

、
自

殺
対

策
（

生
き

る
こ

と
の

包
括

的
支

援
）

に
も

つ
な

が
る

。
▼

相
談

者
の

中
で

、
自

殺
リ

ス
ク

が
高

い
者

に
対

し
て

、
必

要
な

助
言

や
適

切
な

支
援

先
へ

つ
な

ぐ
等

の
対

応
を

行
う

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

自
殺

リ
ス

ク
の

軽
減

に
も

寄
与

し
得

る
。

▼
心

身
の

状
態
に

関
す

る
情

報
は

、
自

殺
の

リ
ス

ク
に

も
リ

ン
ク

す
る

可
能

性
が

あ
り

、
間

接
的

な
自

殺
対

策
（

生
き

る
こ

と
の

包
括

的
支

援
）

へ
つ

な
が

り
得

る
。

▼
つ

な
ぐ

べ
き
支

援
先

や
支

援
策

を
、

職
員

に
周

知
し

て
お

く
必

要
が

あ
る

。
▼

職
員

に
対

し
て

ゲ
ー

ト
キ

ー
パ

ー
研

修
を

実
施

し
、

支
援

の
つ

な
ぎ

を
強

化
す

る
。

●
●
●

●

3
1

介
護
福
祉
課

介
護

保
険
係

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

に
関
す
る
こ
と

・
要

支
援

認
定

者
及

び
基

本
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

に
よ

り
生

活
機

能
の

低
下

が
み

ら
れ

た
事

業
対

象
者

に
対

す
る

介
護

予
防

・
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
を

行
う

。
・

訪
問

型
サ

ー
ビ

ス
（

現
行

の
訪

問
介

護
相

当
）

・
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

（
現

行
の

通
所

介
護

相
当

）
に

対
し

て
給

付
を

行
う

。
・

事
業

対
象

者
に

対
し

て
訪

問
型

・
通

所
型

短
期

集
中

予
防

サ
ー

ビ
ス

を
行

う
。

（
板

柳
町

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

へ
委

託
）

▼
介

護
は

本
人
や

家
族

に
と

っ
て

負
担

が
大

き
く

、
最

悪
の

場
合

、
心

中
や

殺
人

へ
と

つ
な

が
る

危
険

も
あ

る
。

▼
つ

な
ぐ

べ
き
支

援
先

や
支

援
策

を
、

介
護

事
業

者
に

周
知

し
て

お
く

必
要

が
あ

る
。

▼
介

護
事

業
者
に

対
し

て
ゲ

ー
ト

キ
ー

パ
ー

研
修

を
実

施
し

、
支

援
の

つ
な

ぎ
を

強
化

す
る

。
▼

基
本

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
に

よ
り

生
活

機
能

の
低

下
が

み
ら

れ
た

事
業

対
象

者
に

対
し

て
訪

問
型

・
通

所
型

短
期

集
中

予
防

サ
ー

ビ
ス

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、

閉
じ

こ
も

り
が

ち
で

あ
っ

た
り

、
身

体
面

で
問

題
や

不
安

を
抱

え
て

孤
立

状
態

に
あ

る
高

齢
者

を
把

握
し

、
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
す

る
際

の
窓

口
、

接
点

と
す

る
。

▼
地

域
包

括
支
援

セ
ン

タ
ー

に
ゲ

ー
ト

キ
ー

パ
ー

研
修

を
実

施
し

、
自

殺
対

策
の

視
点

を
持

ち
、

支
援

対
象

の
高

齢
者

の
抱

え
る

問
題

や
異

変
を

早
期

に
察

知
し

、
適

切
な

機
関

へ
と

つ
な

ぐ
等

の
対

応
を

強
化

す
る

。

●
●
●
●

●
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8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

3
2

介
護
福
祉
課

介
護

保
険
係

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
事
業

・
高

齢
者

が
出

来
る

限
り

要
介

護
状

態
に

な
る

こ
と

な
く

、
健

康
で

生
き

生
き

と
し

た
老

後
生

活
を

送
れ

る
よ

う
支

援
す

る
観

点
か

ら
、

自
立

し
た

高
齢

者
を

対
象

に
、

認
知

症
予

防
及

び
閉

じ
こ

も
り

予
防

の
た

め
に

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
サ

ー
ビ

ス
事

業
を

行
い

ま
す

。
・

閉
じ

こ
も

り
が

ち
で

あ
っ

た
り

、
身

体
面

の
問

題
や

不
安

を
抱

え
て

い
る

孤
立

状
態

の
高

齢
者

を
把

握
し

、
早

期
発

見
早

期
対

応
へ

と
結

び
つ

け
ま

す
。

▼
認

知
症

予
防
及

び
閉

じ
こ

も
り

予
防

の
た

め
に

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
サ

ー
ビ

ス
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
閉

じ
こ

も
り

が
ち

で
あ

っ
た

り
、

身
体

面
で

問
題

や
不

安
を

抱
え

て
孤

立
状

態
に

あ
る

高
齢

者
を

把
握

し
、

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

す
る

際
の

窓
口

、
接

点
と

す
る

。
　

社
会

福
祉

協
議

会
に

ゲ
ー

ト
キ

ー
パ

ー
研

修
を

実
施

し
、

自
殺

対
策

の
視

点
を

持
ち

、
支

援
対

象
の

高
齢

者
の

抱
え

る
問

題
や

異
変

を
早

期
に

察
知

し
、

適
切

な
機

関
へ

と
つ

な
ぐ

等
の

対
応

を
強

化
す

る
。

▼
健

康
推

進
課
と

密
接

に
連

携
し

自
殺

対
策

を
推

進
す

る
。

●
●
●
●

●
●

3
3

介
護
福
祉
課

介
護

保
険
係

地
域
づ
く
り
に
よ
る
介
護
予
防
事
業
に

関
す
る
こ
と

・
高

齢
者

を
年

齢
や

心
身

の
状

況
等

に
よ

っ
て

分
け

隔
て

る
こ

と
な

く
、

住
民

が
主

体
と

な
っ

て
行

う
介

護
予

防
活

動
を

推
進

す
る

。
参

加
者

や
通

い
の

場
が

継
続

的
に

拡
大

し
て

い
く

よ
う

な
地

域
づ

く
り

を
推

進
す

る
こ

と
で

「
心

身
機

能
」

「
活

動
」

「
参

加
」

の
そ

れ
ぞ

れ
の

要
素

に
バ

ラ
ン

ス
よ

く
働

き
か

け
、

地
域

の
中

に
生

き
が

い
や

役
割

を
も

っ
て

生
活

で
き

る
よ

う
な

居
場

所
づ

く
り

等
、

家
庭

や
社

会
へ

の
参

加
を

促
す

。
（

町
内

会
等

へ
委

託
）

▼
家

に
閉

じ
こ
も

り
が

ち
な

高
齢

者
が

寝
た

き
り

や
認

知
症

に
な

ら
な

い
よ

う
、

趣
味

の
活

動
や

仲
間

づ
く

り
の

場
を

提
供

す
る

。
▼

自
殺

予
防

の
啓

発
を

行
う

こ
と

で
、

自
殺

対
策

（
生

き
る

こ
と

の
包

括
的

支
援

）
の

住
民

へ
の

周
知

、
啓

発
の

機
会

と
す

る
。

▼
地

域
住

民
か
ら

の
情

報
提

供
に

よ
り

、
閉

じ
こ

も
り

な
ど

の
何

ら
か

の
支

援
を

要
す

る
者

を
早

期
に

把
握

し
、

住
民

主
体

の
見

守
り

活
動

へ
つ

な
が

る
可

能
性

が
あ

る
。

▼
地

域
全

体
の
気

づ
き

の
力

を
高

め
て

い
く

こ
と

に
よ

り
、

地
域

に
お

け
る

気
づ

き
役

と
な

る
担

い
手

を
拡

充
す

る
こ

と
に

つ
な

が
り

得
る

。

●
●
●
●

●

3
4

介
護
福
祉
課

介
護

保
険
係

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関

す
る
こ
と

・
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
は

、
地

域
住

民
の

心
身

の
健

康
の

保
持

及
び

生
活

の
安

定
の

た
め

に
必

要
な

援
助

を
行

う
・

地
域

住
民

の
保

健
医

療
の

向
上

及
び

福
祉

の
増

進
を

、
包

括
的

に
支

援
す

る
た

め
、

包
括

的
支

援
事

業
等

を
地

域
に

お
い

て
一

体
的

に
実

施
す

る
役

割
を

担
う

中
核

的
機

関
と

し
て

設
置

（
板

柳
町

社
会

福
祉

協
議

会
へ

委
託

）

▼
地

域
の

高
齢
者

が
抱

え
る

問
題

や
自

殺
リ

ス
ク

の
高

い
方

の
情

報
等

を
把

握
し

、
地

域
ケ

ア
個

別
会

議
等

で
共

有
す

る
こ

と
で

、
自

殺
対

策
も

念
頭

に
お

い
て

、
高

齢
者

向
け

施
策

を
展

開
す

る
関

係
者

間
で

の
連

携
関

係
の

強
化

や
、

地
域

資
源

の
連

動
に

つ
な

げ
て

い
く

こ
と

が
で

き
る

。
▼

相
談

支
援

の
提

供
は

、
介

護
に

ま
つ

わ
る

問
題

を
抱

え
て

自
殺

の
リ

ス
ク

が
高

い
住

民
と

の
接

触
機

会
と

し
て

活
用

し
得

る
。

▼
相

談
を

通
じ
て

本
人

や
家

族
の

負
担

軽
減

を
図

る
こ

と
で

、
自

殺
リ

ス
ク

の
軽

減
に

も
寄

与
し

得
る

。
▼

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
ゲ

ー
ト

キ
ー

パ
ー

研
修

を
実

施
し

、
自

殺
対

策
の

視
点

を
持

ち
、

支
援

対
象

の
高

齢
者

の
抱

え
る

問
題

や
異

変
を

早
期

に
察

知
し

、
適

切
な

機
関

へ
と

つ
な

ぐ
等

の
対

応
を

強
化

す
る

。

●
●
●
●

●
●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

3
5

介
護
福
祉
課

介
護

保
険
係

総
合
相
談
・
権
利
擁
護
に
関
す
る
こ
と

・
総

合
相

談
支

援
業

務
は

、
地

域
の

高
齢

者
が

住
み

慣
れ

た
地

域
で

安
心

し
て

そ
の

人
ら

し
い

生
活

を
継

続
し

て
い

く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

地
域

に
お

け
る

関
係

者
と

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

構
築

す
る

と
と

も
に

、
高

齢
者

の
心

身
の

状
況

や
生

活
の

実
態

、
必

要
な

支
援

等
を

幅
広

く
把

握
し

、
相

談
を

受
け

、
地

域
に

お
け

る
適

切
な

保
健

・
医

療
・

福
祉

サ
ー

ビ
ス

、
機

関
又

は
制

度
の

利
用

に
つ

な
げ

る
等

の
支

援
を

行
う

。
・

権
利

擁
護

業
務

は
、

地
域

の
住

民
、

民
生

委
員

、
介

護
支

援
専

門
員

等
の

支
援

だ
け

で
は

十
分

に
問

題
が

解
決

で
き

な
い

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

等
に

つ
な

が
る

方
法

が
見

つ
か

ら
な

い
等

の
困

難
な

状
況

に
あ

る
高

齢
者

が
、

地
域

に
お

い
て

尊
厳

の
あ

る
生

活
を

維
持

し
、

安
心

し
て

生
活

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

専
門

的
・

継
続

的
な

視
点

か
ら

、
高

齢
者

の
権

利
擁

護
の

た
め

必
要

な
支

援
（

板
柳

町
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
へ

委
託

）

▼
問

題
の

種
類
を

問
わ

ず
総

合
的

に
相

談
を

受
け

る
こ

と
で

、
困

難
な

状
況

に
陥

っ
た

高
齢

者
の

情
報

を
最

初
に

キ
ャ

ッ
チ

で
き

る
窓

口
と

な
る

。
▼

訪
問

等
の

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

機
能

も
有

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
支

援
の

途
中

で
関

わ
り

が
途

切
れ

る
事

態
を

防
ぐ

こ
と

も
可

能
で

、
取

組
自

体
が

生
き

る
こ

と
の

包
括

的
支

援
（

自
殺

対
策

）
に

な
る

。
▼

地
域

の
住

民
、

民
生

委
員

、
介

護
支

援
専

門
員

（
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

）
等

に
ゲ

ー
ト

キ
ー

パ
ー

研
修

を
実

施
し

、
自

殺
対

策
の

視
点

を
持

ち
、

支
援

対
象

の
高

齢
者

の
抱

え
る

問
題

や
異

変
を

早
期

に
察

知
し

、
適

切
な

機
関

へ
と

つ
な

ぐ
等

の
対

応
を

強
化

す
る

。
▼

健
康

推
進

課
と

密
接

に
連

携
し

自
殺

対
策

を
推

進
す

る
。

●
●
●
●

●
●

3
6

介
護
福
祉
課

介
護

保
険
係

家
族
介
護
教
室
に
関
す
る
こ
と

・
在

宅
介

護
に

つ
い

て
の

正
し

い
知

識
・

情
報

・
技

術
等

を
地

域
住

民
に

普
及

す
る

。
（

板
柳

町
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
へ

委
託

）

▼
支

援
者

（
家
族

）
へ

の
支

援
は

新
し

い
自

殺
総

合
対

策
大

綱
で

も
重

点
項

目
の

1
つ

と
さ

れ
て

お
り

、
家

族
の

負
担

軽
減

を
通

じ
て

、
介

護
の

負
担

か
ら

起
こ

る
殺
人

や
心

中
等

の
防

止
に

寄
与

し
得

る
。

▼
家

族
介

護
教
室

は
、

家
族

と
の

接
触

を
通

じ
て

、
支

援
者

（
家

族
）

の
異

変
を

察
知

す
る

機
会

と
も

な
り

得
る

。

●
●

●

3
7

介
護
福
祉
課

介
護

保
険
係

成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
に
関
す

る
こ
と

・
成

年
後

見
制

度
に

つ
い

て
の

正
し

い
知

識
と

情
報

を
地

域
住

民
に

提
供

す
る

と
と

も
に

利
用

者
へ

の
支

援
を

行
う

。
（

板
柳

町
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
へ

委
託

）

▼
判

断
能

力
に
不

安
を

抱
え

る
方

の
中

に
は

、
精

神
疾

患
や

知
的

障
害

等
を

有
し

、
自

殺
の

リ
ス

ク
が

高
い

方
も

含
ま

れ
る

可
能

性
が

あ
る

。
▼

本
人

や
家

族
等

と
対

面
で

応
対

す
る

機
会

を
活

用
す

る
こ

と
で

、
問

題
の

早
期

発
見

・
早

期
対

応
へ

の
接

点
に

な
り

得
る

。
▼

本
人

の
自

殺
の

リ
ス

ク
が

高
い

場
合

は
支

援
に

つ
な

げ
る

。

●
●

●

3
8

介
護
福
祉
課

介
護

保
険
係

介
護
相
談
員
派
遣
事
業
に
関
す
る
こ
と

・
随

時
、

介
護

に
関

す
る

相
談

に
応

じ
る

。
自

宅
あ

る
い

は
入

院
先

等
要

請
に

応
じ

相
談

員
を

派
遣

す
る

。
（

板
柳

町
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
へ

委
託

）

▼
介

護
は

本
人
や

家
族

に
と

っ
て

の
負

担
が

大
き

く
、

最
悪

の
場

合
、

心
中

や
殺

人
へ

と
つ

な
が

る
危

険
も

あ
る

。
▼

本
人

や
家

族
等

と
対

面
で

応
対

す
る

機
会

を
活

用
す

る
こ

と
で

、
問

題
の

早
期

発
見

・
早

期
対

応
へ

の
接

点
に

な
り

得
る

。

●
●

●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

3
9

介
護
福
祉
課

介
護

保
険
係

地
域
ケ
ア
会
議

・
地

域
の

高
齢

者
が

抱
え

る
問

題
だ

け
で

な
く

、
自

殺
対

策
の

視
点

も
加

え
て

個
別

支
援

の
充

実
を

は
か

り
、

多
職

種
で

の
連

携
体

制
や

社
会

基
盤

の
整

備
に

取
り

組
み

ま
す

。

▼
地

域
の

高
齢
者

が
抱

え
る

問
題

や
自

殺
リ

ス
ク

の
高

い
方

の
情

報
等

を
把

握
し

、
地

域
ケ

ア
個

別
会

議
等

で
共

有
す

る
こ

と
で

、
自

殺
対

策
も

念
頭

に
お

い
て

、
高

齢
者

向
け

施
策

を
展

開
す

る
関

係
者

間
で

の
連

携
関

係
の

強
化

や
、

地
域

資
源

の
連

動
に

つ
な

げ
て

い
く

こ
と

が
で

き
る

。
▼

地
域

の
住

民
、

民
生

委
員

、
介

護
支

援
専

門
員

（
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

）
等

に
ゲ

ー
ト

キ
ー

パ
ー

研
修

を
実

施
し

、
自

殺
対

策
の

視
点

を
持

ち
、

支
援

対
象

の
高

齢
者

の
抱

え
る

問
題

や
異

変
を

早
期

に
察

知
し

、
適

切
な

機
関

へ
と

つ
な

ぐ
等

の
対

応
を

強
化

す
る

。
▼

健
康

推
進

課
と

密
接

に
連

携
し

自
殺

対
策

を
推

進
す

る
。

●

4
0

介
護
福
祉
課

介
護

保
険
係

通
所
型
短
期
集
中
予
防
サ
ー
ビ
ス

・
生

活
機

能
の

低
下

が
み

ら
れ

た
対

象
者

に
対

し
、

介
護

予
防

・
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
閉

じ
こ

も
り

が
ち

で
あ

っ
た

り
、

身
体

面
で

問
題

や
不

安
を

抱
え

て
孤

立
状

態
に

あ
る

高
齢

者
を

把
握

し
、

自
殺

の
リ

ス
ク

が
高

い
者

に
対

し
て

は
適

切
な

支
援

先
へ

つ
な

ぎ
ま

す
。

（
板

柳
町

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

へ
委

託
）

▼
基

本
チ

ェ
ッ
ク

リ
ス

ト
に

よ
り

生
活

機
能

の
低

下
が

み
ら

れ
た

事
業

対
象

者
に

対
し

て
通

所
型

短
期

集
中

予
防

サ
ー

ビ
ス

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、

閉
じ

こ
も
り

が
ち

で
あ

っ
た

り
、

身
体

面
で

問
題

や
不

安
を

抱
え

て
孤

立
状

態
に

あ
る

高
齢

者
を

把
握

し
、

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

す
る

際
の

窓
口

、
接

点
と

す
る

。
▼

健
康

推
進

課
と

密
接

に
連

携
し

自
殺

対
策

を
推

進
す

る
。

●
●

●

4
1

健
康
推
進
課

国
保

医
療
係

短
期
保
険
証
・
資
格
証
発
行
に
関
す
る

業
務

・
過

年
度

分
の

滞
納

が
あ

る
も

の
に

対
し

、
短

期
保

険
証

等
の

発
行

し
、

納
税

相
談

の
場

を
設

け
て

い
る

▼
保

険
料

の
滞
納

等
、

期
限

ま
で

に
支

払
え

な
い

住
民

は
、

生
活

面
で

深
刻

な
問

題
を

抱
え

て
い

た
り

、
困

難
な

状
況

に
あ

っ
た

り
す

る
可

能
性

が
高

い
と

考
え

る
。

そ
の

相
談

を
通

し
、

「
生

き
る

こ
と

の
包

括
的

な
支

援
」

の
き

っ
か
け

と
捉

え
、

様
々

な
支

援
に

つ
な

げ
ら

れ
る

体
制

を
作

っ
て

お
く

必
要

が
あ

る
。

●
●

●

4
2

健
康
推
進
課

国
保

医
療
係

限
度
額
認
定
証
及
び
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
、
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
に
関
す

る
こ
と

・
所

得
に

応
じ

て
、

医
療

費
の

窓
口

で
の

支
払

い
が

、
限

度
額

ま
で

で
済

ま
せ

ら
れ

る
よ

う
認

定
証

を
発

行
す

る

▼
申

請
に

際
し
て

、
当

事
者

や
家

族
等

と
対

面
で

応
対

す
る

機
会

を
活

用
す

る
こ

と
で

、
問

題
の

早
期

発
見

・
早

期
対

応
へ

の
接

点
に

な
り

得
る

。
▼

健
康

問
題

は
、

自
殺

に
至

る
主

な
理

由
の

1
つ

で
あ

り
、

申
請

に
訪

れ
る

方
は

金
銭

面
で
も

困
難

を
抱

え
て

い
る

可
能

性
が

高
い

。
そ

の
た

め
申

請
の

機
会

は
、

自
殺

の
リ

ス
ク

が
高

い
層

と
の

接
触

機
会

と
し

て
活

用
し

得
る

。

●
●

●

4
3

健
康
推
進
課

国
保

医
療
係

妊
産
婦
医
療
費
１
０
割
給
付
に
関
す
る

こ
と

・
妊

婦
に

対
し

、
県

内
の

医
療

機
関

で
外

来
受

診
す

る
際

、
無

料
で

受
診

が
で

き
る

証
明

書
を

発
行

す
る

▼
当

事
者

や
家
族

等
と

対
面

で
応

対
す

る
機

会
を

活
用

す
る

こ
と

で
、

問
題

の
早

期
発

見
・

早
期

対
応

へ
の

接
点

に
な

り
得

る
。

●
●

4
4

健
康
推
進
課

国
保

医
療
係

後
期
高
齢
者
医
療
、
保
険
料
の
賦
課
、

収
納
に
関
す
る
こ
と

・
保

険
料

の
賦

課
お

よ
び

保
険

料
滞

納
者

へ
の

納
付

勧
奨

と
納

付
相

談

▼
保

険
料

の
滞
納

を
し

て
い

る
方

は
、

経
済

的
な

困
難

を
抱

え
て

い
る

方
も

少
な

く
な

い
。

▼
納

付
勧

奨
等
の

措
置

を
講

じ
る

中
で

、
当

事
者

か
ら

状
況

の
聞

き
取

り
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
様

々
な

支
援

機
関

に
つ

な
げ

る
等

、
支

援
へ

の
接

点
と

な
り

得
る

。

●
●

●
●

4
5

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

母
子
保
健

（
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
）

・
不

妊
に

悩
む

夫
婦

の
経

済
的

負
担

の
軽

減
を

図
る

た
め

、
高

額
な

医
療

費
を

要
す

る
体

外
受

精
又

は
顕

微
授

精
に

よ
る

特
定

不
妊

治
療

に
対

し
、

治
療

費
の

一
部

を
助

成
す

る

▼
不

妊
に

係
る
悩

み
や

経
済

的
負

担
は

、
自

殺
に

至
る

要
因

に
も

な
り

得
る

。
▼

助
成

の
相

談
や

申
請

の
機

会
は

、
自

殺
の

リ
ス

ク
が

高
い

層
と

の
接

触
機

会
と

し
て

活
用

し
得

る
。

●
●

●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

4
6

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

母
子
保
健

（
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
産
婦
ア
ク
セ
ス
支
援

事
業
）

・
妊

産
婦

が
治

療
、

出
産

、
お

子
さ

ん
の

面
会

等
の

た
め

に
、

周
産

期
母

子
医

療
セ

ン
タ

ー
へ

入
院

ま
た

は
通

院
す

る
際

に
必

要
な

交
通

費
や

宿
泊

費
の

一
部

を
助

成
す

る

▼
申

請
時

に
、
本

人
や

家
族

か
ら

状
態

を
把

握
し

、
問

題
が

あ
れ

ば
関

係
機

関
に

つ
な

げ
る

等
、

自
殺

対
策

を
踏

ま
え

た
対

応
の

強
化

を
図

る
こ

と
が

で
き

る
。

●
●

●
●

4
7

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

母
子
保
健

・
乳
幼
児
医
療
費
給
付
事
業

・
子
ど
も
医
療
費
給
付
事
業
（
小
・
中

・
高
校
生
等
）

・
子

育
て

世
帯

の
経

済
的

負
担

軽
減

と
子

ど
も

の
保

健
向

上
の

た
め

、
乳

児
か

ら
１

８
歳

ま
で

の
子

ど
も

が
医

療
機

関
等

に
受

診
し

た
場

合
の

自
己

負
担

分
を

そ
の

保
護

者
に

給
付

す
る

▼
給

付
に

際
し
て

、
当

事
者

や
家

族
等

と
対

面
で

応
対

す
る

機
会

を
活

用
す

る
こ

と
で

、
問

題
の

早
期

発
見

・
早

期
対

応
へ

の
接

点
に

な
り

得
る

。
●
●

●

4
8

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

妊
産
婦
保
健
指
導

・
母
子
手
帳
交
付
の
保
健
指
導

・
妊
娠
中
期
保
健
指
導

・
転
入
時
保
健
指
導

・
妊

娠
期

か
ら

出
産

に
む

け
て

、
母

子
の

心
身

の
健

康
を

保
持

増
進

す
る

た
め

に
、

保
健

指
導

を
実

施
す

る

▼
本

人
や

家
族
と

の
接

触
時

に
状

態
を

把
握

し
、

問
題

が
あ

れ
ば

関
係

機
関

に
つ

な
げ

る
等

、
自

殺
対

策
を

踏
ま

え
た

対
応

の
強

化
を

図
る

こ
と

が
で

き
る

。
●
●

●

4
9

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

新
生
児
・
乳
幼
児
の
家
庭
訪
問
等
に
よ

る
保
健
指
導
（
産
後
う
つ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
の
実
施
）

・
育

児
に

過
剰

な
不

安
を

抱
い

て
、

自
分

を
責

め
る

傾
向

が
強

い
産

後
の

う
つ

状
態

を
早

期
発

見
し

適
切

な
支

援
を

実
施

す
る

▼
面

接
や

訪
問
時

に
異

変
や

困
難

に
気

づ
き

、
問

題
が

 
あ

れ
ば

関
係

機
関

に
つ

な
げ

る
等
、

自
殺

対
策

を
踏

ま
え

た
対

応
の

強
化

を
図

る
こ

と
が

で
き

る
。

●
●

●

5
0

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

子
育
て
相
談

・
乳

児
の

発
育

、
発

達
の

状
況

を
観

察
を

す
る

と
と

も
に

、
子

育
て

に
関

わ
る

不
安

を
軽

減
し

、
健

や
か

に
子

ど
も

を
育

て
る

た
め

の
相

談
、

支
援

を
行

う

▼
相

談
者

の
中
で

、
自

殺
リ

ス
ク

が
高

い
物

に
対

し
て

、
必

要
な

助
言

や
適

切
な

支
援

先
へ

つ
な

ぐ
等

の
対

応
を

行
う

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

自
殺

リ
ス

ク
の

軽
減

に
も

寄
与

し
得

る
。

●
●

●
●

5
1

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

乳
幼
児
健
康
診
査
、
子
育
て
ア
ン
ケ
ー

ト
等 ・
4
か
月
7
か
月
児
健
診
、
1
歳
6
か
月
児

健
診
、
3
歳
児
健
診

・
1
歳
6
か
月
お
よ
び
3
歳
児
精
神
発
達

精
密

健
康
診
査

・
1
歳
児
健
康
相
談

・
小

児
科

医
師

に
よ

る
乳

児
の

心
身

の
発

育
、

発
達

の
診

察
に

よ
り

異
常

の
早

期
発

見
と

、
健

や
か

な
成

長
の

た
め

に
適

切
な

保
健

指
導

を
行

う
・

言
語

や
心

理
面

の
発

達
に

お
い

て
精

密
に

健
康

診
査

を
行

う
必

要
に

あ
る

幼
児

に
対

し
、

言
語

聴
覚

士
や

心
理

士
な

ど
の

専
門

家
に

よ
る

詳
細

な
検

査
を

実
施

し
、

指
導

助
言

、
関

係
機

関
に

つ
な

げ
る

な
ど

必
要

な
支

援
を

す
る

・
子

育
て

ア
ン

ケ
ー

ト
か

ら
育

児
不

安
の

あ
る

母
に

対
し

て
不

安
を

軽
減

し
、

健
や

か
に

子
ど

も
を

育
て

る
た

め
の

援
助

を
す

る

▼
本

人
や

家
族
と

の
接

触
時

に
状

況
を

把
握

し
、

問
題

が
 
あ

れ
ば

関
係

機
関

に
つ

な
げ

る
等

、
自

殺
対

策
を

踏
ま

え
た

対
応

の
強

化
を

図
る

こ
と

が
で

き
る

。
▼

早
期

の
段

階
か

ら
専

門
家

が
関

与
し

、
問

題
の

聞
き

取
り

を
踏

ま
え

て
必

要
な

助
言

・
指

導
を

提
供

す
る

こ
と

で
、

リ
ス

ク
を

軽
減

さ
せ

る
と

と
も

に
、

必
要

時
に

は
他

の
専

門
機

関
へ

と
つ

な
ぐ

な
ど

の
対

応
を

推
進

す
る

こ
と

は
、

生
き

る
こ

と
の

包
括

的
支

援
の

推
進

に
も

つ
な

が
り

得
る

。

●
●

●
●

5
2

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

1
 
歳
6
か
月
児
、
3
 
歳
児
歯
科
健
康

診
査

・
幼

児
歯

科
保

健
の

向
上

の
た

め
、

歯
科

医
師

に
よ

り
口

腔
の

状
態

を
把

握
し

、
む

し
歯

予
防

等
口

腔
を

健
全

に
保

つ
た

め
の

専
門

的
な

指
導

を
行

う

▼
子

ど
も

に
対
す

る
歯

科
健

診
は

、
家

庭
の

生
活

状
況

や
抱

え
る

問
題

等
を

把
握

す
る

貴
重

な
機

会
と

な
り

得
る

。
▼

貧
困

家
庭

へ
の

支
援

や
虐

待
防

止
等

の
各

種
施

策
と

連
動

さ
せ

て
い

く
こ

と
で

、
幼

児
の

み
な

ら
 
ず

そ
の

親
を

も
含

め
て

包
括

的
な

支
援

を
展

開
で

き
る

可
能

性
が

あ
り

、
そ

う
し

た
支

援
は

生
き

る
こ

と
の

包
括

的
支

援
に

も
な

り
得

る
。

●
●

●

5
3

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

思
春
期
教
室

（
赤
ち
ゃ
ん
ふ
れ
あ
い
体
験
学
習
に
関

す
る
こ
と
）

・
核

家
族

化
､
少

子
化

に
よ

り
乳

幼
児

と
ふ

れ
あ

う
機

会
が

少
な

く
な

っ
た

思
春

期
の

子
ど

も
た

ち
（

小
学

校
５

．
６

年
生

）
に

対
し

、
乳

児
健

診
の

場
を

利
用

し
、

乳
児

と
ふ

れ
あ

う
こ

と
に

よ
り

、
育

児
の

喜
び

や
大

変
さ

､
命

の
尊

さ
、

性
の

尊
重

に
つ

い
て

学
ぶ

教
室

▼
本

体
験

学
習
へ

の
参

加
の

機
会

を
捉

え
て

、
命

の
大

切
さ

や
性

に
つ

い
て

学
び

、
必

要
時

に
は

適
切

な
専

門
機

関
へ

つ
な

ぐ
等

の
接

点
と

し
て

機
能

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

●
●

●
●

5
4

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

母
子
保
健

（
発
達
が
気
に
な
る
子
の
親
子
指
導
）

・
専

門
機

関
と

連
携

し
、

発
達

に
つ

ま
づ

き
が

み
ら

れ
る

幼
児

と
そ

の
保

護
者

に
対

し
、

遊
び

を
通

し
て

児
へ

の
適

切
な

関
わ

り
方

や
、

助
言

な
ど

を
具

体
的

に
指

導
す

る
こ

と
で

発
達

を
促

す
教

室

▼
子

ど
も

の
発
達

に
関

し
て

専
門

家
が

相
談

に
応

じ
る

こ
と

で
、

母
親

の
負

担
や

不
安

感
の

軽
減

に
寄

与
し

得
る

。
▼

必
要

時
に

は
別

の
関

係
機

関
へ

と
つ

な
ぐ

等
の

対
応

を
取

る
こ

と
で

、
包

括
的

な
支

援
を

提
供

し
得

る
。

（
そ

う
し

た
取

組
自

体
が

生
き

る
こ

と
の

包
括

的
支

援
に

も
な

り
得

る
）

●
●

●

- 48 -



★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

5
5

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

総
合
健
診

・
各
種
が
ん
検
診

・
特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診
（
集

団
・
個
別
）

・
若
者
健
診

・
結
核
検
診

・
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

・
歯
科
健
診
・
相
談
　
等

・
２

０
歳

以
上

の
住

民
に

対
し

て
、

が
ん

の
早

期
発

見
や

、
生

活
習

慣
病

の
発

症
予

防
と

重
症

化
予

防
の

た
め

の
健

診
（

検
診

）
を

実
施

す
る

▼
健

康
診

査
の
機

会
を

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
の

把
握

の
機

会
と

す
る

こ
と

で
、

健
康

問
題
か

ら
く

る
不

安
や

悩
み

な
ど

の
問

題
が

あ
る

場
合

に
は

、
相

談
に

つ
な

げ
詳

細
な

聞
き

取
り

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
専

門
機

関
に

よ
る

支
援

へ
の

接
点

に
な

り
得

る
。

●
●

●
●

●

5
6

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

健
診
結
果
報
告
会

・
保

健
師

、
管

理
栄

養
士

に
よ

り
、

健
診

結
果

に
つ

い
て

対
象

者
（

精
密

検
査

の
必

要
な

人
、

生
活

改
善

の
必

要
な

人
）

に
、

個
別

に
保

健
指

導
を

実
施

す
る

（
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

等
か

ら
生

活
状

況
等

を
把

握
）

▼
結

果
説

明
会
で

の
ア

ン
ケ

ー
ト

で
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

チ
ェ

ッ
ク

を
合

わ
せ

て
行

う
こ

と
で

、
自

殺
リ

ス
ク

が
高

い
受

診
者

が
い

た
場

合
、

問
題

の
早

期
発

見
と

早
期

支
援

の
機

会
と

な
り

得
る

。
必

要
な

場
合

に
は

専
門

機
関

に
よ

る
支

援
に

つ
な

ぐ
な

ど
、

支
援

へ
の

接
点

と
な

り
得

る
。

▼
健

康
問

題
か
ら

く
る

不
安

や
悩

み
に

対
す

る
相

談
を

行
い

、
自

殺
の

リ
ス

ク
の

減
少

を
図

る
。

▼
食

生
活

に
問
題

が
あ

り
生

活
習

慣
病

等
に

罹
患

す
る

方
の

中
に

は
、

生
活

苦
や

身
近

な
支

援
者

の
不

在
な

ど
、

日
常

生
活

上
の

問
題

ゆ
え

に
自

殺
の

リ
ス

ク
が

高
い

人
も

少
な

く
な

い
と

思
わ

れ
る

。

●
●

●
●

5
7

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

保
健
指
導
事
業

（
健
康
相
談
・
家
庭
訪
問
等
）

・
健

診
事

後
指

導
や

健
診

未
受

診
者

対
策

、
重

症
化

予
防

対
策

の
た

め
の

家
庭

訪
問

・
総

合
健

康
相

談
（

心
身

の
健

康
に

関
す

る
総

合
的

な
指

導
・

助
言

を
所

内
で

の
相

談
や

所
外

で
相

談
実

施
）

・
窓

口
・

電
話

相
談

▼
当

事
者

や
家
族

等
と

対
面

で
応

対
す

る
機

会
を

活
用

す
る

こ
と

で
、

問
題

の
早

期
発

見
・

早
期

対
応

へ
の

接
点

に
な

り
得

る
。

▼
相

談
者

の
中
で

、
自

殺
リ

ス
ク

が
高

い
物

に
対

し
て

、
必

要
な

助
言

や
適

切
な

支
援

先
へ

つ
な

ぐ
等

の
対

応
を

行
う

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

自
殺

リ
ス

ク
の

軽
減

に
も

寄
与

し
得

る
。

●
●

●
●

●
●

5
8

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

栄
養
改
善
・
食
育
の
推
進
業
務
に
関
す

る
こ
と
（
食
生
活
改
善
推
進
員
に
関
す
る

こ
と
を
含
む
）

・
生

活
習

慣
病

の
発

症
予

防
、

重
症

化
予

防
の

た
め

に
専

門
的

知
識

を
生

か
し

、
食

生
活

改
善

推
進

員
を

は
じ

め
と

す
る

住
民

に
栄

養
指

導
を

実
施

す
る

▼
適

切
な

栄
養
摂

取
は

、
身

体
の

み
で

な
く

こ
こ

ろ
（

脳
）

の
発

達
に

も
影

響
す

る
こ

と
か

ら
、

幼
少

期
か

ら
の

食
生

活
が

こ
こ

ろ
に

健
康

づ
く

り
に

影
響

す
る

。
▼

食
生

活
に

問
題

が
あ

り
生

活
習

慣
病

等
に

罹
患

す
る

方
の

中
に

は
、

生
活

苦
や

身
近

な
支

援
者

の
不

在
な

ど
、

日
常

生
活

上
の

問
題

ゆ
え

に
自

殺
の

リ
ス

ク
が

高
い

人
も

少
な

く
な

い
と

思
わ

れ
る

。

●
●
●
●

5
9

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

精
神
障
害
者
へ
の
保
健
指
導

・
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

の
交

付
や

更
新

時
に

、
個

別
に

面
接

に
よ

る
保

健
指

導

▼
精

神
障

害
を
抱

え
る

当
事

者
や

家
族

は
、

地
域

社
会

で
の

生
活

に
際

し
て

様
々

な
困

難
を

抱
え

て
お

り
、

自
殺

リ
ス

ク
の

高
い

方
も

少
な

く
な

い
た

め
、

個
別

に
対

応
す

る
機

会
を

活
用

す
る

こ
と

で
、

問
題

の
早

期
発

見
・

早
期

対
応
へ

の
接

点
に

な
り

得
る

。

●
●

6
0

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
研
修
会

（
専
門
家
に
よ
る
講
演
会
）

・
精

神
保

健
に

つ
い

て
の

正
し

い
知

識
の

普
及

・
啓

発
を

図
り

、
こ

こ
ろ

の
健

康
づ

く
り

を
推

進
す

る
た

め
の

研
修

会
を

開
催

す
る

▼
研

修
会

の
中
で

う
つ

や
自

殺
行

動
等

を
取

り
上

げ
る

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

自
殺

問
題
に

つ
い

て
の

啓
発

の
機

会
と

な
り

得
る

。
▼

研
修

会
の

開
催

に
際

し
て

一
般

町
民

だ
け

で
な

く
、

民
生

委
員

な
ど

関
係

機
関

を
参

集
す

る
こ

と
で

、
相

談
が

あ
っ

た
と

き
な

ど
早

期
に

適
切

な
対

応
が

で
き

る
。

●
●
●
●

6
1

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
講
座

（
自
殺
対
策
強
化
事
業
：
人
材
育
成
）

・
自

殺
の

危
険

を
示

す
サ

イ
ン

を
見

逃
さ

ず
、

適
切

な
対

応
を

す
る

た
め

、
専

門
知

識
や

対
処

方
法

の
理

解
を

深
め

る

▼
地

域
の

ゲ
ー
ト

キ
ー

パ
ー

と
し

て
の

役
割

を
担

う
た

め
、

自
殺

対
策

に
関

す
る

研
修

を
実

施
す

る
こ

と
で

、
早

期
に

住
民

の
異

変
に

気
づ

き
、

必
要

時
に

は
適

切
な

専
門

機
関

へ
つ

な
ぐ

等
、

適
切

な
対

応
が

可
能

と
な

る
。

●
●
●
●
●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

6
2

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

（
司
法
書
士
に
よ
る
相
談
お
よ
び
保
健

師
に
よ
る
随
時
相
談
）

・
司

法
書

士
に

よ
る

相
談

（
法

的
な

相
談

に
よ

り
自

殺
の

要
因

と
も

な
る

複
雑

な
問

題
の

包
括

的
な

解
決

を
図

る
）

・
保

健
師

に
よ

る
個

別
相

談

▼
相

談
者

の
中
で

、
自

殺
リ

ス
ク

が
高

い
物

に
対

し
て

、
必

要
な

助
言

や
適

切
な

支
援

先
へ

つ
な

ぐ
等

の
対

応
を

行
う

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

自
殺

リ
ス

ク
の

軽
減

に
も

寄
与

し
得

る
。

●
●

●
●

●
●

6
3

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

町
民
祭

（
健
康
コ
ー
ナ
ー
）

・
町

民
祭

で
健

康
コ

ー
ナ

ー
を

設
け

、
町

の
健

康
実

態
の

展
示

や
、

血
圧

・
血

糖
測

定
、

F
M
D
検

査
（

血
管

内
皮

機
能

）
歯

科
健

診
・

相
談

等
か

ら
身

体
の

状
況

を
把

握
し

、
心

身
の

健
康

の
重

要
性

や
健

康
診

査
の

必
要

性
な

ど
、

健
康

に
対

す
る

関
心

を
高

め
る

▼
町

民
が

集
ま
る

場
に

お
い

て
、

自
殺

対
策

（
心

の
健

康
づ

く
り

）
を

取
り

上
げ

る
こ

 
と

で
、

住
民

へ
の

周
知

、
啓

発
の

機
会

と
し

て
活

用
し

得
る

。
●
●
●
●

6
4

健
康
推
進
課

健
康

推
進
係

広
報
活
動

（
広
報
紙
へ
の
掲
載
・
庁
舎
内
で
の
掲

示
）

・
各

種
保

健
事

業
や

相
談

事
業

等
に

つ
い

て
、

広
報

掲
載

や
庁

舎
内

で
の

掲
示

に
よ

る
周

知
の

徹
底

（
各

種
健

康
相

談
、

こ
こ

ろ
の

健
康

相
談

　
等

）

▼
広

報
や

掲
示
の

テ
ー

マ
に

、
う

つ
や

こ
こ

ろ
の

健
康

づ
く

り
、

自
殺

予
防

に
つ

い
て

の
対

策
な

ど
を

取
り

上
げ

る
こ

と
で

、
関

係
事

業
の

周
知

と
と

も
に

、
住

民
が

心
の

健
康

づ
く

り
に

関
心

を
持

つ
な

ど
の

啓
発

の
機

会
に

な
り

得
る

。

●
●

●

6
5

町
民
生
活
課

町
民

年
金
係

年
金
給
付
等
相
談
に
関
す
る
こ
と

・
国

民
年

金
の

届
書

、
申

請
書

、
基

礎
年

金
裁

定
請

求
書

の
受

付
、

相
談

対
応

等
を

行
う

。

▼
年

金
の

支
払
い

等
を

期
限

ま
で

に
行

え
な

い
住

民
は

、
生

活
面

で
深

刻
な

問
題

を
抱

え
て

い
た

り
、

困
難

な
状

況
に

あ
っ

た
り

す
る

可
能

性
が

高
い

た
め

、
そ

う
し

た
相

談
を

「
生

き
る

こ
と

の
包

括
的

な
支

援
」

の
き

っ
か

け
と

捉
え

、
実

際
に

様
々

な
支

援
に

つ
な

げ
ら

れ
る

体
制

を
作

っ
て

お
く

必
要

が
あ

る
。

●
●

●

6
6

町
民
生
活
課

町
民

年
金
係

葬
祭
費
の
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ

と
・

国
民

健
康

保
険

被
保

険
者

の
死

亡
に

対
し

、
葬

祭
費

の
支

給
手

続
き

を
行

う
。

▼
葬

祭
費

の
申
請

を
行

う
方

の
中

に
は

、
大

切
な

方
と

の
死

別
の

み
な

ら
ず

、
費

用
の

支
払

い
や

死
後

の
手

続
き

面
な

ど
で

様
々

な
問

題
を

抱
え

て
、

自
殺

リ
ス
ク

の
高

ま
っ

て
い

る
方

も
い

る
可

能
性

が
あ

る
。

そ
の

た
め

抱
え

て
い

る
問

題
に

応
じ

て
、

そ
う

し
た

方
を

支
援

機
関

へ
と

つ
な

ぐ
機

会
と

し
て

活
用

し
得

る
。

●
●

6
7

税
務
会
計
課

徴
収
係

窓
口
徴
収
業
務
に
関
す
る
こ
と

徴
収
猶
予
及
び
納
期
延
長
に
関
す
る
こ

と
町
税
及
び
保
険
税
の
徴
収
に
関
す
る
こ

と
滞
納
処
分
・
整
理
に
関
す
る
こ
と

・
町

民
か

ら
納

税
に

関
す

る
相

談
の

受
付

▼
納

税
に

関
す
る

相
談

の
際

に
、

生
活

面
で

深
刻

な
問

題
を

抱
え

て
い

た
り

困
難

な
状

況
に

あ
る

方
の

相
談

を
受

け
た

場
合

、
「

板
柳

町
い

の
ち

を
支

え
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト
」

を
活

用
し

、
実

際
に

様
々

な
支

援
に

つ
な

げ
ら

れ
る

体
制

を
作

る
。

ま
た

、
相

談
窓

口
に

「
こ

こ
ろ

の
健

康
相

談
」

の
チ

ラ
シ

を
掲

示
し

、
必

要
に

応
じ

て
情

報
提

供
を

行
う

。

●
●

●

6
8

税
務
会
計
課

税
務
係

国
税
及
び
個
人
町
民
税
の
申
告
に
関
す

る
こ
と

・
町

民
か

ら
前

年
の

収
入

等
に

つ
い

て
の

申
告

を
受

付

▼
申

告
相

談
の
際

に
、

生
活

面
で

深
刻

な
問

題
を

抱
え

て
い

た
り

困
難

な
状

況
に

あ
る

方
の

相
談

を
受

け
た

場
合

、
「

板
柳

町
い

の
ち

を
支

え
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
フ

ロ
ー

チ
ャ

ー
ト

」
を

活
用

し
、

実
際

に
様

々
な

支
援

に
つ

な
げ

ら
れ

る
体

制
を

作
る

。
ま

た
、

相
談

窓
口

に
「

こ
こ

ろ
の

健
康

相
談

」
の

チ
ラ

シ
を

掲
示

し
、

必
要

に
応

じ
て

情
報

提
供

を
行

う
。

●
●

●

6
9

産
業
振
興
課

地
域

振
興
係

相
談
窓
口
紹
介
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

・
困

り
ご

と
相

談
の

際
、

消
費

生
活

相
談

窓
口

を
は

じ
め

と
す

る
各

種
相

談
窓

口
に

適
切

に
案

内
す

る

▼
消

費
生

活
上
の

困
難

な
ど

、
困

り
ご

と
を

抱
え

る
人

々
は

、
自

殺
リ

ス
ク

の
高

い
グ

ル
ー

プ
で

も
あ

る
。

▼
困

り
ご

と
相
談

を
き

っ
か

け
に

、
抱

え
て

い
る

他
の

課
題

も
把

握
・

対
応

し
て

い
く

こ
と

で
、

包
括

的
な

問
題

の
解

決
に

向
け

た
支

援
を

展
開

し
得

る
。

●
●

●

7
0

産
業
振
興
課

地
域

振
興
係

中
小
企
業
信
用
保
証
料
補
給
事
業

・
企

業
が

金
融

機
関

か
ら

運
転

資
金

・
設

備
資

金
の

借
入

を
行

う
際

の
、

負
担

軽
減

を
図

る
た

め
信

用
保

証
料

を
補

給
す

る

▼
経

営
上

の
課
題

な
ど

の
相

談
を

受
け

た
際

、
抱

え
て

い
る

他
の

課
題

も
把

握
・

対
応

し
て

い
く

こ
と

で
、

包
括

的
な

問
題

の
解

決
に

向
け

た
支

援
を

展
開

し
得

る
。

●
●

●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

7
1

産
業
振
興
課

地
域

振
興
係

農
業
次
世
代
人
材
投
資
事
業

・
新

規
就

農
さ

れ
た

方
が

、
市

町
村

が
作

成
す

る
「

人
・

農
地

プ
ラ

ン
」

に
位

置
付

け
ら

れ
、

か
つ

国
が

定
め

る
給

付
要

件
を

満
た

せ
ば

、
農

業
を

始
め

て
か

ら
経

営
が

安
定

す
る

ま
で

、
最

長
５

年
間

、
年

間
最

大
1
5
0
万

円
を

給
付

▼
経

営
・

資
金
・

農
地

の
各

分
野

の
サ

ポ
ー

ト
チ

ー
ム

が
経

営
上

の
課

題
な

ど
の

相
談

を
受

け
た

際
、

抱
え

て
い

る
他

の
課

題
も

把
握

・
対

応
し

て
い

く
こ

と
で

、
包

括
的

な
問

題
の

解
決

に
向

け
た

支
援

を
展

開
し

得
る

。
●
●

●

7
2

産
業
振
興
課

農
業

委
員
会

農
地
移
動
適
正
化
あ
っ
せ
ん
事
業

・
農

地
保

有
の

合
理

化
を

推
進

す
る

た
め

、
農

業
委

員
会

が
農

業
振

興
地

域
内

の
農

用
地

に
つ

い
て

権
利

移
動

の
あ

っ
せ

ん
を

行
う

事
業

▼
農

地
売

却
に
お

け
る

相
談

を
き

っ
か

け
に

、
抱

え
て

い
る

他
の

問
題

も
把

握
・

対
応

し
て

い
く

こ
と

で
、

包
括

的
な

問
題

の
解

決
に

向
け

た
支

援
を

展
開

し
得

る
。

●
●

●
●

7
3

産
業
振
興
課

農
業

委
員
会

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル

・
遊

休
農

地
や

耕
作

放
棄

地
の

解
消

等
を

目
的

に
、

農
業

委
員

と
農

地
利

用
最

適
化

推
進

委
員

が
町

内
農

地
全

域
を

巡
回

す
る

▼
遊

休
農

地
・
耕

作
放

棄
地

が
生

ま
れ

る
原

因
に

は
、

経
営

上
の

問
題

の
他

に
別

の
問

題
も

抱
え

て
い

る
可

能
性

も
高

く
、

把
握

・
対

応
し

て
い

く
こ

と
で

、
包

括
的

な
問

題
の

解
決

に
向

け
た

支
援

を
展

開
し

得
る

。
●
●

●

7
4

地
域
整
備
課

地
域

整
備
係

公
営
住
宅
事
務

・
公

営
住

宅
の

管
理

事
務

・
公

募
事

務

▼
公

営
住

宅
の
居

住
者

や
入

居
申

込
者

は
、

生
活

困
窮

や
低

収
入

な
ど

、
生

活
面

で
困

難
や

問
 
題

を
抱

え
て

い
る

こ
と

が
少

な
く

な
い

た
め

、
自

殺
の

リ
ス

ク
が

潜
在

的
に

高
い

と
思

わ
れ

る
住

民
に

接
触

す
る

た
め

の
、

有
効

な
窓

口
と

な
り

得
る

。

●

7
5

地
域
整
備
課

地
域

整
備
係

公
営
住
宅
家
賃
滞
納
整
理
対
策

・
公

営
住

宅
の

滞
納

使
用

料
の

効
率

的
収

納
と

自
主

納
付

を
促

進
し

、
住

宅
使

用
料

収
納

率
の

向
上

を
図

る
た

め
、

住
宅

課
に

公
営

住
宅

使
用

料
収

納
嘱

託
員

を
設

置

▼
家

賃
滞

納
者
の

中
に

は
、

生
活

面
で

深
刻

な
問

題
を

抱
え

て
い

た
り

、
困

難
な

状
況

に
あ

っ
た

り
 
す

る
可

能
性

が
高

い
た

め
、

そ
う

し
た

相
談

を
「

生
き

る
こ

と
の

包
括

的
な

支
援

」
の

き
っ

か
け

と
捉

え
、

実
際

に
様

々
な

支
援

に
つ

な
げ

ら
れ

る
体

制
を

作
る

こ
と

で
、

連
携

し
て

問
題

解
決

へ
と

つ
な

げ
る

こ
と

が
で

き
る

。

●
●

●

7
6

地
域
整
備
課

地
域

整
備
係

土
木
管
理
に
関
す
る
事
務

・
道

路
及

び
河

川
使

用
の

適
正

化
指

導
に

関
す

る
事

務
(
ホ

ー
ム

レ
ス

へ
の

対
応

等
)

▼
ホ

ー
ム

レ
ス
の

方
は

自
殺

の
リ

ス
ク

が
高

い
方

が
少

な
く

な
い

。
▼

様
々

な
関

係
機

関
の

職
員

が
一

緒
に

巡
回

し
必

要
な

支
援

を
提

供
す

る
な

ど
、

自
殺

リ
ス

ク
の

 
高

い
層

に
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
す

る
た

め
の

施
策

と
し

て
も

重
要

で
あ
る

。

●
●

7
7

地
域
整
備
課

地
域

整
備
係

公
園
・
児
童
遊
園
等
の
管
理
及
び
設
置

に
関
す
る
事
務

・
公

園
・

児
童

遊
園

等
の

管
理

に
関

す
る

事
務

・
公

園
施

設
の

維
持

補
修

に
関

す
る

事
務

・
公

園
等

の
整

備
に

関
す

る
事

務

▼
地

域
内

の
公
園

施
設

が
自

殺
発

生
の

多
発

地
と

な
っ

て
い

る
場

合
は

、
公

園
を

対
策

の
拠

点
と

し
巡

回
等

を
行

う
な

ど
の

対
応

を
取

る
な

ど
ハ

イ
リ

ス
ク

地
対

策
を

進
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

▼
実

態
分

析
の
情

報
を

共
有

す
る

と
と

も
に

、
具

体
的

な
連

携
方

法
（

巡
回

等
）

の
検

討
に

よ
り

、
事

案
発

生
を

防
ぐ

手
立

て
と

な
り

得
る

。

●

7
8

地
域
整
備
課

地
域

整
備
係

除
雪
サ
ポ
ー
ト
モ
デ
ル
事
業

・
町

内
会

等
に

よ
る

除
雪

作
業

に
係

る
経

費
補

助
▼

高
齢

者
の

一
人

世
帯

で
雪

片
付

け
が

困
難

で
あ

り
、

生
活

す
る

上
で

の
気

力
を

失
っ

て
い

る
ケ

ー
ス

が
み

ら
れ

る
た

め
、

町
内

会
等

で
サ

ポ
ー

ト
し

て
も

ら
う

こ
と

で
、

事
案

発
生

を
防

ぐ
手

立
て

と
な

り
得

る
。

●

7
9

教
育
委
員
会

学
務
課

総
務
係

就
学
援
助
と
特
別
支
援
学
級
就
学
奨
励

補
助
に
関
す
る
事
務

・
経

済
的

理
由

に
よ

り
、

就
学

困
難

な
児

童
・

生
徒

に
対

し
、

給
食

費
・

 
学

用
品

等
を

補
助

す
る

。
・

特
別

支
援

学
級

在
籍

者
に

対
し

、
就

学
奨

励
費

の
補

助
を

行
う

。

▼
就

学
に

際
し
て

経
済

的
困

難
を

抱
え

て
い

る
児

童
・

生
徒

は
、

そ
の

他
に

も
様

々
な

問
題

を
抱

え
て

い
た

り
、

保
護

者
自

身
も

困
難

を
抱

え
て

い
る

可
能

性
が

考
え

ら
れ

る
。

▼
相

談
先

一
覧
等

の
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
の

配
布

等
を

通
 
じ

た
情

報
提

供
の

機
会

に
も

な
り

得
る

。

●
●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

8
0

教
育
委
員
会

学
務
課

総
務
係

奨
学
金
に
関
す
る
事
務

・
奨

学
金

に
関

す
る

事
務

▼
支

給
対

象
の
学

生
と

の
面

談
時

に
、

家
庭

の
状

況
や

そ
の

他
の

問
題

等
に

つ
き

聞
き

取
り

を
行

う
こ

と
で

、
資

金
面

の
援

助
に

留
ま

ら
ず

、
他

の
機

関
に

つ
な

げ
て

包
括

的
な

支
援

を
行

っ
て

い
く

こ
と

が
可

能
に

な
る

。
▼

支
給

対
象

の
学

生
に

相
談

先
一

覧
等

の
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

配
布

す
る

こ
と

で
、

支
援

先
の

情
報

周
知

を
図

る
こ

と
も

で
き

る
。

●
●

8
1

教
育
委
員
会

学
務
課

総
務
係

学
校
職
員
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
事
業

・
労

働
安

全
衛

生
法

に
基

づ
き

、
学

校
職

員
等

の
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
を

実
施

し
、

メ
ン

タ
ル

不
調

の
未

然
防

止
を

図
る

。

▼
ス

ト
レ

ス
チ
ェ

ッ
ク

の
結

果
を

活
用

す
る

こ
と

で
、

児
童

生
徒

の
支

援
者

で
あ

る
教

職
員

に
対

す
る

支
援

（
支

援
者

へ
の

支
援

）
の

強
化

を
図

る
こ

と
が

で
き

る
。

●
●

8
2

教
育
委
員
会

学
務
課

総
務
係

い
じ
め
防
止
対
策
事
業

・
各

校
の

い
じ

め
防

止
基

本
方

針
の

点
検

と
見

直
し

、
個

別
支

援
等

を
通

じ
て

、
い

じ
め

の
早

期
発

見
、

即
時

対
応

、
継

続
的

な
再

発
予

防
を

図
る

。

▼
い

じ
め

は
児
童

生
徒

の
自

殺
リ

ス
ク

を
高

め
る

要
因

の
1
つ

で
あ

り
、

い
じ

め
を

受
け

て
い

る
児

童
 
生

徒
の

早
期

発
見

と
対

応
を

行
う

だ
け

で
な

く
、

い
じ

め
を
受

け
た

子
ど

も
が

周
囲

に
助

け
を

求
め

 
ら

れ
る

よ
う

、
S
O
S
の

出
し

方
教

育
を

推
進

す
る

こ
と

で
、

児
童

生
徒

の
自

殺
防

止
に

寄
与

し
得

る
。

▼
個

別
支

援
時
に

、
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

児
童

生
徒

に
配

布
す

る
こ

と
で

、
い

じ
め

に
あ

っ
た

際
の

相
談

先
の

情
報

等
を

周
知

で
き

る
。

●
●
●

8
3

教
育
委
員
会

学
務
課

総
務
係

教
育
相
談
（
い
じ
め
含
む
）

・
子

ど
も

の
教

育
上

の
悩

み
や

心
配

事
に

関
す

る
相

談
を

、
教

育
相

談
員

（
心

理
）

が
対

面
で

受
け

付
け

る
。

ま
た

、
仕

事
の

都
合

や
家

庭
の

事
情

等
で

来
室

で
き

な
い

場
合

に
は

、
電

話
相

談
も

行
う

。

▼
学

校
以

外
の
場

で
専

門
の

相
談

員
に

相
談

で
き

る
機

会
を

提
供

す
る

こ
と

で
、

相
談

の
敷

居
を

下
げ

、
早

期
の

問
題

発
見

・
対

応
に

寄
与

し
得

る
。

▼
教

育
相

談
に
訪

れ
た

保
護

者
に

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
配

布
す

る
こ

と
で

、
相

談
先

情
報

の
周

知
を

図
る

こ
と

も
で

き
る

。

●
●
●

8
4

教
育
委
員
会

学
務
課

総
務
係

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
活
用

事
業

・
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

を
活

用
し

、
さ

ま
ざ

ま
な

課
題

を
抱

え
た

児
童

生
徒

 
に

対
し

、
当

該
児

童
生

徒
が

置
か

れ
た

環
境

へ
働

き
か

け
た

り
、

関
係

機
関

等
と

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

活
用

し
た

り
す

る
な

ど
多

様
な

支
援

方
 
法

を
用

い
て

課
題

解
決

へ
の

対
応

を
図

る
。

▼
さ

ま
ざ

ま
な
課

題
を

抱
え

た
児

童
生

徒
自

身
、

及
び

そ
の

保
護

者
等

が
自

殺
リ

ス
ク

を
抱

え
て

い
る

場
合

も
想

定
さ

れ
る

。
▼

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
に

よ
る

関
係

機
関

と
も

連
携

し
た

包
括

的
な

支
援

は
、

児
童

生
徒

や
保

護
者

の
自

殺
リ

ス
ク

の
軽

減
に

も
寄

与
し

得
る

。

●
●

8
5

教
育
委
員
会

学
務
課

総
務
係

不
登
校
児
童
生
徒
支
援
事
業

(
1
)
不

登
校

児
童

生
徒

(
公

立
学

校
に

通
う

小
中

学
生

)
を

対
象

に
し

た
適

応
指

導
教

室
を

設
置

(
2
)
不

登
校

児
童

生
徒

の
集

団
再

適
応

、
自

立
を

援
助

す
る

学
習

・
生

活
指

導
等

の
実

施
(
3
)
不

登
校

児
童

生
徒

の
保

護
者

に
対

す
る

相
談

活
動

の
実

施

▼
不

登
校

児
童
生

徒
の

保
護

者
か

ら
相

談
の

あ
っ

た
場

合
に

、
指

導
員

が
必

要
に

応
じ

て
適

切
な

機
関

へ
つ

な
ぐ

等
の

対
応

を
と

れ
る

よ
う

に
な

る
可

能
性

が
あ

る
。

●
●

8
6

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

キ
ャ
リ
ア
教
育
事
業

・
学

校
・

家
庭

・
地

域
の

協
働

に
よ

る
未

来
を

担
う

人
財

の
育

成
。

一
人

一
人

の
子

ど
も

が
、

学
ぶ

こ
と

と
自

己
の

将
来

と
の

つ
な

が
り

を
見

通
し

な
が

ら
、

社
会

的
・

職
業

的
自

立
が

で
き

る
よ

う
、

必
要

な
基

盤
と

な
る

資
質

・
能

力
の

育
成

に
努

め
る

。

▼
様

々
な

夢
や
目

標
を

持
っ

て
働

い
て

い
る

人
た

ち
と

の
出

会
い

や
ふ

れ
あ

い
を

通
し

て
、

高
等

学
校

・
大

学
や

職
業

に
対

す
る

関
心

を
高

め
、

将
来

の
自

分
の

生
き

方
を

前
向

き
に

考
え

る
心

を
育

む
。

●
●
●
●

●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

8
7

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

子
ど
も
会
育
成
連
合
会
に
関
す
る
こ
と

（
子
ど
も
会
わ
く
わ
く
体
験
学
習
）

・
異

な
る

年
齢

同
士

に
よ

る
集

団
活

動
を

と
お

し
て

、
仲

間
意

識
と

助
け

合
う

心
を

育
み

、
地

域
活

動
の

核
と

な
る

子
ど

も
会

リ
ー

ダ
ー

の
養

成
を

図
る

。
（

板
柳

町
の

探
検

、
サ

マ
ー

キ
ャ

ン
プ

等
）

▼
関

連
の

会
議
の

な
か

で
、

青
少

年
の

自
殺

の
現

状
と

対
策

（
生

き
る

こ
と

の
包

括
的

支
援

）
に

つ
い

て
情

報
提

供
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

現
状

と
取

組
に

つ
い

て
の

理
解

を
深

め
て

も
ら

う
機

会
と

な
り

得
る

。
▼

主
事

や
リ

ー
ダ

ー
等

に
ゲ

ー
ト

キ
ー

パ
ー

研
修

を
受

講
し

て
も

ら
う

こ
と

で
、

子
ど

も
に

対
す

る
見

守
り

の
強

化
と

、
問

題
の

早
期

発
見

・
早

期
対

応
を

図
れ

る
よ

う
に

な
る

可
能

性
が

あ
る

。

●
●
●
●

●
●

8
8

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

二
十
歳
を
祝
う
会
に
関
す
る
こ
と

・
新

成
人

と
し

て
の

門
出

を
祝

福
し

、
「

成
人

」
の

自
覚

と
郷

土
愛

を
持

っ
て

心
豊

か
な

人
生

を
歩

め
る

よ
う

、
次

代
を

担
う

若
者

た
ち

に
エ

ー
ル

を
贈

る
。

＊
Ｒ

４
．

４
～

成
年

年
齢

が
１

８
歳

に
引

き
下

げ
と

な
っ

た
が

当
町

は
今

ま
で

ど
お

り
２

０
歳

で
開

催
。

▼
青

少
年

層
は
学

校
や

会
社

等
で

の
つ

な
が

り
が

切
れ

て
し

ま
う

と
、

社
会

と
の

接
点

を
喪

失
し

孤
立

化
す

る
危

険
性

が
高

い
。

▼
青

少
年

た
ち
の

集
え

る
場

や
機

会
の

創
設

・
運

営
を

支
援

す
る

こ
と

で
、

自
殺

の
リ
ス

ク
を

抱
え

か
ね

な
い

青
少

年
と

の
接

触
を

図
れ

る
可

能
性

が
あ

る
。

●
●

●
●

8
9

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

女
性
学
級
に
関
す
る
こ
と

・
仲

間
づ

く
り

を
大

切
に

し
、

地
域

や
家

庭
生

活
に

係
わ

る
身

近
な

問
題

を
題

材
に

し
た

社
会

生
活

に
適

応
す

る
た

め
の

知
識

や
技

能
を

学
ぶ

。

▼
女

性
学

級
の
参

加
者

や
地

域
の

女
性

リ
ー

ダ
ー

等
に

ゲ
ー

ト
キ

ー
パ

ー
研

修
を

受
講

し
て

も
ら

う
こ

と
で

、
地

域
で

自
殺

の
リ

ス
ク

を
抱

え
る

女
性

を
早

期
に

発
見

し
、

対
応

で
き

る
よ

う
に

す
る

な
ど

、
女

性
向

け
支

援
の

推
進

に
つ

な
が

る
可

能
性

が
あ

る
。

●
●
●
●
●

●
●

9
0

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
こ
と

・
女

性
団

体
協

議
会

を
先

頭
に

、
社

会
に

お
け

る
女

性
の

位
置

、
役

割
を

考
え

る
。

▼
男

女
共

同
参
画

に
関

す
る

啓
発

イ
ベ

ン
ト

や
講

座
に

お
い

て
、

自
殺

対
策

（
生

き
る

こ
と

の
包

括
 
的

な
支

援
）

に
関

連
す

る
情

報
を

取
り

上
げ

た
り

、
配

布
資

料
の

一
つ

と
し

て
相

談
先

の
情

報
を

掲
載

し
た

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
入

れ
込

ん
だ

り
す

る
こ

と
で

、
住

民
に

対
す

る
啓

発
の

機
会

と
な

り
得

る
。

▼
本

イ
ベ

ン
ト
の

ト
ー

ク
シ

ョ
ー

の
テ

ー
マ

で
自

殺
対

策
（

生
き

る
こ

と
の

包
括

的
な

支
援

）
を

取
上

げ
た

り
、

パ
ネ

ル
展

示
や

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

配
布

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
住

民
へ

の
啓

発
の

機
会

に
な

り
得

る
。

▼
地

域
の

女
性
リ

ー
ダ

ー
等

に
ゲ

ー
ト

キ
ー

パ
ー

研
修

を
受

講
し

て
も

ら
う

こ
と

で
、

地
域

で
自

殺
の

リ
ス

ク
を

抱
え

る
女

性
を

早
期

に
発

見
し

、
対

応
で

き
る

よ
う

に
す

る
な

ど
、

女
性

向
け

支
援

の
推

進
に

つ
な

が
る

可
能

性
が

あ
る

。

●
●
●
●
●

●
●

9
1

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

女
性
団
体
連
絡
協
議
会
に
関
す
る
こ
と

・
地

域
に

お
け

る
女

性
の

役
割

を
考

え
、

ま
た

、
町

の
将

来
に

つ
い

て
話

し
合

い
な

が
ら

女
性

の
地

位
向

上
を

目
指

す
。

▼
地

域
の

女
性
リ

ー
ダ

ー
等

に
ゲ

ー
ト

キ
ー

パ
ー

研
修

を
受

講
し

て
も

ら
う

こ
と

で
、

地
域

で
自

殺
の

リ
ス

ク
を

抱
え

る
女

性
を

早
期

に
発

見
し

、
対

応
で

き
る

よ
う

に
す

る
な

ど
、

女
性

向
け

支
援

の
推

進
に

つ
な

が
る

可
能

性
が

あ
る

。

●
●
●
●
●

●
●

9
2

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

成
年
教
育
に
関
す
る
こ
と

（
り
ん
ご
の
里
気
楽
塾
、
ふ
る
さ
と
町

民
講
座
、
ふ
る
さ
と
出
前
講
座
）

・
生

涯
学

習
の

推
進

と
個

人
の

余
暇

活
動

の
充

実
を

図
る

た
め

の
学

習
機

会
を

提
供

し
、

郷
土

の
歴

史
と

文
化

に
誇

り
を

持
っ

た
人

間
性

豊
か

な
町

民
の

育
成

を
目

的
と

す
る

。
一

つ
の

テ
－

マ
に

つ
い

て
じ

っ
く

り
と

か
つ

気
楽

に
学

び
、

地
域

づ
く

り
に

役
立

た
せ

よ
う

と
い

う
も

の
。

・
町

及
び

関
係

機
関

の
職

員
が

講
師

と
な

り
、

団
体

等
の

申
請

に
よ

り
講

座
を

開
設

し
、

町
民

の
町

政
に

対
す

る
理

解
を

深
め

、
併

せ
て

生
涯

学
習

の
推

進
を

図
る

。

▼
講

義
を

通
じ
て

、
地

域
内

の
自

殺
の

状
況

や
自

殺
対

策
に

関
す

る
理

解
を

深
め

て
も

ら
う

こ
と

で
、

地
域

の
「

支
え

手
」

を
育

成
す

る
機

会
に

な
り

得
る

。
※

い
ざ

と
い

う
時

の
つ

な
ぎ

先
を

知
っ

て
お

い
て

も
ら

え
る

よ
う

な
工

夫
が

必
要

で
あ

る
。

▼
講

座
の

中
で
、

地
域

の
自

殺
実

態
や

対
策

に
つ

い
て

の
講

座
を

開
講

す
る

こ
と

で
、

情
報

の
周

知
徹

底
と

問
題

に
対

す
る

住
民

の
理

解
促

進
を

図
る

こ
と

が
で

き
る

。
▼

出
前

講
座

の
中

で
、

自
殺

問
題

と
そ

の
対

応
に

つ
い

て
も

言
及

す
る

こ
と

に
よ

り
、

当
該

問
題

に
関

す
る

住
民

の
理

解
促

進
を

図
る

こ
と

が
で

き
る

。

●
●

●
●

●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

9
3

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

学
校
支
援
地
域
本
部
事
業
に
関
す
る
こ

と
（
学
校
図
書
館
の
活
用
）

・
地

域
住

民
が

、
学

校
を

支
援

す
る

活
動

等
を

通
じ

て
、

地
域

の
連

帯
感

を
形

成
す

る
と

と
も

に
、

子
ど

も
た

ち
が

多
様

な
人

々
と

の
関

わ
り

中
で

、
確

か
な

学
力

と
豊

か
な

人
間

性
を

獲
得

す
る

こ
と

が
で

き
る

社
会

づ
く

り
を

め
ざ

し
、

地
域

の
教

育
力

の
向

上
を

図
る

。
・

管
内

5
校

に
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

と
し

て
配

置
し

、
保

護
者

と
学

校
、

学
校

と
行

政
、

行
政

と
保

護
者

と
の

橋
渡

し
に

努
め

る
。

▼
地

域
学

校
協
働

活
動

推
進

員
に

対
す

る
研

修
会

の
際

に
、

青
少

年
の

自
殺

の
現

状
と

対
策

（
生

き
る

こ
と

の
包

括
的

支
援

）
に

つ
い

て
情

報
提

供
を

行
う

こ
と

で
、

現
状

と
取

組
に

つ
い

て
の

理
解

促
進

を
図

れ
る

。
▼

学
校

図
書

館
を

利
用

し
、

９
月

の
自

殺
予

防
週

間
や

３
月

の
自

殺
対

策
強

化
月

間
時

に
、

「
い

の
ち

」
や

「
心

の
健

康
」

を
テ

ー
マ

に
し

た
展

示
や

関
連

図
書

の
特

集
を

行
う

こ
と

で
、

児
童

生
徒

等
に

対
す

る
情

報
周

知
を

図
る

こ
と

が
で

き
る

。

●
●

●
●

●

9
4

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

少
年
少
女
発
明
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
こ
と

・
管

内
の

小
中

学
生

の
「

科
学

す
る

心
」

を
養

っ
て

も
ら

う
た

め
、

国
・

県
の

補
助

金
を

指
導

。

▼
街

中
の

徘
徊
な

ど
、

一
見

す
る

と
「

非
行

」
と

思
わ

れ
る

行
動

が
、

実
は

青
少

年
に

と
っ

て
の

「
Ｓ

Ｏ
Ｓ

」
で

あ
る

場
合

も
少

な
く

な
い

。
▼

研
修

会
等

の
際

に
、

青
少

年
の

自
殺

の
現

状
と

対
策

（
生

き
る

こ
と

の
包

括
的

支
援

）
に

つ
い

て
 
情

報
提

供
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

青
少

年
向

け
対

策
の

現
状

と
取

組
内

容
に

つ
い

て
理

解
を

深
め

て
も

ら
う

こ
と

が
で

き
る

。

●
●

●
●

9
5

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

公
民
館
サ
ー
ク
ル
の
育
成
に
関
す
る
こ

と
・

り
ん

ご
の

里
気

楽
塾

で
、

終
了

し
た

講
座

を
サ

ー
ク

ル
化

し
継

続
活

動
し

て
も

ら
う

。
▼

交
流

事
業

を
通

じ
て

、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
で

自
分

の
役

割
や

有
用

性
を

見
出

す
こ

と
が

で
き

れ
ば

、
自

己
有

用
感

の
醸

成
等

に
寄

与
し

得
る

。
●
●

●
●

●
●

9
6

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

英
会
話
教
室
に
関
す
る
こ
と

・
英

語
指

導
助

手
や

国
際

交
流

員
よ

り
外

国
の

言
葉

や
文

化
を

学
ぶ

こ
と

で
、

国
際

理
解

を
深

め
る

。
▼

地
域

の
若

年
層

の
自

殺
実

態
を

把
握

す
る

上
で

、
青

少
年

に
関

す
る

情
報

収
集

の
機

会
と

な
る

可
能

性
も

あ
る

。
●
●

●
●

●

9
7

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

高
齢
者
教
育
に
関
す
る
こ
と
（
い
き
い

き
大
学
）

・
高

齢
者

の
親

睦
を

深
め

、
自

ら
が

生
き

が
い

を
感

じ
、

健
や

か
で

豊
か

な
生

活
を

送
る

た
め

の
学

習
機

会
を

提
供

す
る

。

▼
高

齢
者

が
地
域

で
集

え
る

機
会

を
設

け
る

こ
と

で
、

高
齢

者
の

状
況

を
定

期
的

に
把

握
し

、
異

変
が

あ
れ

ば
必

要
な

支
援

策
や

専
門

機
関

に
つ

な
ぐ

等
、

支
援

へ
の

接
点

と
な

り
得

る
。

▼
講

習
会

や
研
修

会
で

自
殺

問
題

に
関

す
る

講
演

が
で

き
れ

ば
、

住
民

へ
の

問
題

啓
発

と
研

修
機

会
と

な
り

う
る

。

●
●
●
●
●

●

9
8

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

町
民
図
書
館
に
関
す
る
こ
と

・
自

分
で

は
高

額
で

購
入

し
に

く
い

本
や

、
書

店
で

は
目

に
し

に
く

い
、

い
ろ

い
ろ

な
分

類
の

本
を

ゆ
っ

く
り

見
る

こ
と

が
で

き
る

。

▼
町

民
図

書
館
を

啓
発

活
動

の
拠

点
と

し
、

自
殺

対
策

強
化

月
間

や
自

殺
予

防
週

間
等

の
際

に
連

携
で

き
れ

ば
、

住
民

に
対

す
る

情
報

提
供

の
場

と
し

て
活

用
し

得
る

。
▼

実
際

に
、

図
書

館
で

自
殺

対
策

（
生

き
る

こ
と

の
包

括
的

な
支

援
）

関
連

の
展

示
や

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

の
配

布
を

行
っ

て
い

る
自

治
体

は
少

な
く

な
い

。
▼

学
校

に
行

き
づ

ら
い

と
思

っ
て

い
る

子
ど

も
た

ち
に

と
っ

て
「

安
心

し
て

過
ご

せ
る

居
場

所
」

と
な

り
得

る
可

能
性

も
あ

る
。

●
●

●
●

●
●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

9
9

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

子
ど
も
の
読
書
活
動
推
進
事
業

・
読
書
団
体
の
育
成
に
関
す
る
こ
と

・
ま
ち
か
ど
文
庫
の
維
持
管
理
に
関
す

る
こ
と

・
読
書
推
進
事
業
に
関
す
る
こ
と

・
家
読
推
進
事
業
に
関
す
る
こ
と

・
学
校
図
書
館
読
書
活
動
に
関
す
る
こ

と
・
図
書
館
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
管
理
に

関
す
る
こ
と

・
幼

年
期

か
ら

少
年

期
に

お
け

る
読

書
活

動
を

通
し

て
、

言
葉

を
学

び
、

感
性

を
磨

き
、

表
現

力
を

高
め

、
創

造
力

を
豊

か
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

た
め

、
読

書
の

楽
し

さ
を

知
り

、
い

つ
で

も
読

書
で

き
る

環
境

づ
く

り
を

め
ざ

す
。

・
子

ど
も

が
読

書
に

親
し

む
機

会
の

提
供

と
読

書
環

境
の

整
備

（
ブ

ッ
ク

ス
タ

ー
ト

０
歳

・
３

歳
、

お
は

な
し

会
、

読
書

推
進

関
連

講
座

等
)

・
家

庭
、

地
域

、
学

校
、

関
係

機
関

が
連

携
し

た
読

書
活

動
推

進
体

制
の

確
立

（
板

柳
町

読
書

の
ま

ち
推

進
連

絡
会

議
等

）
・

子
ど

も
の

読
書

活
動

推
進

に
関

わ
る

啓
発

（
広

報
、

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
等

に
よ

る
啓

発
活

動
等

）

▼
町

民
図

書
館
を

啓
発

活
動

の
拠

点
と

し
、

自
殺

対
策

強
化

月
間

や
自

殺
予

防
週

間
等

の
際

に
連

携
で

き
れ

ば
、

住
民

に
対

す
る

情
報

提
供

の
場

と
し

て
活

用
し

得
る

。
▼

実
際

に
、

図
書

館
で

自
殺

対
策

（
生

き
る

こ
と

の
包

括
的

な
支

援
）

関
連

の
展

示
や

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

の
配

布
を

行
っ

て
い

る
自

治
体

は
少

な
く

な
い

。
▼

学
校

に
行

き
づ

ら
い

と
思

っ
て

い
る

子
ど

も
た

ち
に

と
っ

て
「

安
心

し
て

過
ご

せ
る

居
場

所
」

と
な

り
得

る
可

能
性

も
あ

る
。

●
●

●
●

●

1
0
0

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

子
ど
も
司
書
養
成
講
座

・
司

書
と

し
て

の
知

識
や

技
術

を
学

び
、

図
書

館
の

仕
事

を
経

験
す

る
こ

と
で

、
児

童
の

中
に

読
書

活
動

を
推

進
す

る
リ

ー
ダ

ー
を

育
成

す
る

。
更

に
、

育
成

し
た

リ
ー

ダ
ー

が
学

校
・

地
域

・
家

庭
で

読
書

の
大

切
さ

、
楽

し
さ

を
広

め
て

い
く

こ
と

に
よ

り
、

町
全

体
の

読
書

活
動

の
推

進
を

図
る

。

▼
街

中
の

徘
徊
な

ど
、

一
見

す
る

と
「

非
行

」
と

思
わ

れ
る

行
動

が
、

実
は

青
少

年
に

と
っ

て
の

「
S
O
S
」

で
あ

る
場

合
も

少
な

く
な

い
。

▼
研

修
会

等
の
際

に
、

青
少

年
の

自
殺

の
現

状
と

対
策

（
生

き
る

こ
と

の
包

括
的

支
援

）
に

つ
い

て
 
情

報
提

供
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

青
少

年
向

け
対

策
の

現
状

と
取

組
内

容
に

つ
い

て
理

解
を

深
め

て
 
も

ら
う

こ
と

が
で

き
る

。

●
●

●
●

●

1
0
1

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

生
涯

学
習
係

家
読
（
う
ち
ど
く
）
推
進
事
業

・
家

族
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

図
る

一
つ

の
手

段
と

し
て

、
家

族
一

緒
に

読
書

を
楽

し
む

「
家

読
（

う
ち

ど
く

）
」

を
推

進
す

る
こ

と
で

、
家

族
の

絆
を

さ
ら

に
深

め
、

読
書

活
動

を
通

じ
た

家
庭

教
育

の
充

実
を

図
る

。
（

家
読

用
図

書
の

各
学

校
へ

の
貸

出
な

ど
）

▼
街

中
の

徘
徊
な

ど
、

一
見

す
る

と
「

非
行

」
と

思
わ

れ
る

行
動

が
、

実
は

青
少

年
に

と
っ

て
の

「
S
O
S
」

で
あ

る
場

合
も

少
な

く
な

い
。

▼
研

修
会

等
の
際

に
、

青
少

年
の

自
殺

の
現

状
と

対
策

（
生

き
る

こ
と

の
包

括
的

支
援

）
に

つ
い

て
 
情

報
提

供
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

青
少

年
向

け
対

策
の

現
状

と
取

組
内

容
に

つ
い

て
理

解
を

深
め

て
も

ら
う

こ
と

が
で

き
る

。

●
●

●
●

●
●

1
0
2

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・

文
化
係

県
下
席
書
大
会
に
関
す
る
こ
と

・
日

頃
研

鑽
し

た
書

道
の

成
果

を
発

揮
す

る
機

会
を

提
供

し
、

書
道

を
通

し
て

の
自

己
鍛

練
と

芸
術

へ
の

関
心

を
喚

起
す

る
。

▼
地

域
の

若
年
層

の
自

殺
実

態
を

把
握

す
る

上
で

、
青

少
年

に
関

す
る

情
報

収
集

の
機

会
と

な
る

可
能

性
も

あ
る

。
●
●

●
●

●

1
0
3

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・

文
化
係

凧
作
り
教
室

・
作

る
喜

び
と

遊
ぶ

楽
し

さ
を

親
子

で
体

験
し

な
が

ら
、

伝
承

文
化

に
親

し
む

。
▼

地
域

の
若

年
層

の
自

殺
実

態
を

把
握

す
る

上
で

、
青

少
年

に
関

す
る

情
報

収
集

の
機

会
と

な
る

可
能

性
も

あ
る

。
●
●

●
●

●
●

1
0
4

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・

文
化
係

板
柳
町
文
化
賞
に
関
す
る
こ
と

・
文

化
活

動
で

活
躍

し
た

町
民

の
功

績
を

顕
彰

、
奨

励
し

、
文

化
活

動
の

振
興

を
図

る
。

▼
表

彰
さ

れ
る
こ

と
に

よ
り

、
自

己
向

上
や

生
き

る
希

望
に

な
り

得
る

●
●

●
●

●
●

1
0
5

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・
文
化
係

板
柳
町
ス
ポ
ー
ツ
賞
に
関
す
る
こ
と

・
ス

ポ
ー

ツ
で

活
躍

貢
献

し
た

町
民

を
顕

彰
、

奨
励

し
、

ス
ポ

ー
ツ

の
振

興
を

図
る

。
▼

表
彰

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
自

己
向

上
や

生
き

る
希

望
に

な
り

得
る

●
●

●
●

●
●

1
0
6

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・
文
化
係

子
ど
も
文
化
伝
承
教
室
に
関
す
る
こ
と

（
模
型
づ
く
り
教
室
、
キ
ッ
ズ
ホ
リ
デ

イ
教
室
）

・
守

り
伝

え
ら

れ
て

き
た

町
の

歴
史

、
伝

統
文

化
に

対
す

る
関

心
や

理
解

を
深

め
、

尊
重

す
る

態
度

を
育

て
、

豊
か

な
人

間
性

を
涵

養
す

る
。

▼
地

域
の

若
年
層

の
自

殺
実

態
を

把
握

す
る

上
で

、
青

少
年

に
関

す
る

情
報

収
集

の
機

会
と

な
る

可
能

性
も

あ
る

。
●
●

●
●

●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

1
0
7

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・
文
化
係

少
年
教
育
に
関
す
る
こ
と
（
ｷ
ｯ
ｽ
ﾞ
･
ﾎ
ﾘ
ﾃ
ﾞ
ｲ

文
化
教
室
）

・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
が

、
趣

味
な

ど
の

得
意

分
野

を
生

か
し

指
導

。
様

々
な

体
験

の
機

会
を

提
供

し
豊

か
な

人
間

性
を

育
て

る
。

（
陶

芸
・

お
花

・
J
r
バ

ン
ド

・
七

福
神

舞
)

▼
地

域
の

若
年
層

の
自

殺
実

態
を

把
握

す
る

上
で

、
青

少
年

に
関

す
る

情
報

収
集

の
機

会
と

な
る

可
能

性
も

あ
る

。
●
●

●
●

●

1
0
8

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・
文
化
係

町
民
祭
、
町
民
芸
能
発
表
会
に
関
す
る

こ
と

・
日

頃
の

成
果

を
発

揮
す

る
機

会
を

提
供

し
、

町
民

の
芸

術
へ

の
関

心
を

喚
起

す
る

。

▼
世

代
間

交
流
事

業
と

の
連

携
を

深
め

て
い

く
こ

と
で

、
若

年
層

が
命

の
大

切
さ

に
つ

い
て

考
え

る
機

会
を

提
供

し
得

る
。

▼
交

流
事

業
を
通

じ
て

、
学

校
と

は
違

う
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
で

自
分

の
役

割
や

有
用

性
を

見
出

す
こ

と
が

で
き

れ
ば

、
自

己
有

用
感

の
醸

成
等

に
寄

与
し

得
る

。

●
●

●
●

●
●

1
0
9

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・
文
化
係

遺
跡
、
史
跡
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（

文
化
財
パ
ト
ロ
ー
ル
：
文
化
財
保
護
指
導

員
）

・
指

定
文

化
財

、
史

跡
等

の
現

状
を

把
握

し
、

文
化

財
の

保
護

に
関

す
る

助
言

及
び

普
及

活
動

を
行

い
、

文
化

財
の

保
護

、
保

存
に

努
め

る
。

▼
街

中
の

徘
徊
な

ど
、

一
見

す
る

と
「

非
行

」
と

思
わ

れ
る

行
動

が
、

実
は

青
少

年
に

と
っ

て
の

「
S
O
S
」

で
あ

る
場

合
も

少
な

く
な

い
。

▼
パ

ト
ロ

ー
ル
等

の
際

に
、

徘
徊

す
る

青
少

年
の

現
状

の
把

握
や

情
報

提
供

を
し

て
も

ら
う

。

●
●
●

●
●

1
1
0

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・

文
化
係

町
民
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
に
関
す
る
こ

と
（
町
民
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
・
町
民
ソ

フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
）

・
世

代
間

の
交

流
、

親
睦

を
深

め
、

地
域

の
連

帯
意

識
と

組
織

力
の

強
化

を
図

る
。

ま
た

、
町

民
が

生
涯

を
通

し
て

ス
ポ

ー
ツ

に
親

し
む

こ
と

に
よ

っ
て

、
融

和
と

活
力

の
あ

る
町

づ
く

り
を

推
進

す
る

。

▼
世

代
間

交
流
事

業
と

の
連

携
を

深
め

て
い

く
こ

と
で

、
若

年
層

が
命

の
大

切
さ

に
つ

い
て

考
え

る
機

会
を

提
供

し
得

る
。

▼
交

流
事

業
を
通

じ
て

、
学

校
と

は
違

う
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
で

自
分

の
役

割
や

有
用

性
を

見
出

す
こ

と
が

で
き

れ
ば

、
自

己
有

用
感

の
醸

成
等

に
寄

与
し

得
る

。

●
●

●
●

●
●

1
1
1

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・

文
化
係

各
協
会
主
催
事
業
の
支
援
等

・
就

業
形

態
の

変
化

や
高

齢
化

の
進

行
に

よ
り

、
ス

ポ
ー

ツ
活

動
に

対
す

る
ニ

ー
ズ

が
高

度
化

、
多

様
化

す
る

傾
向

に
あ

る
。

そ
の

よ
う

な
中

で
、

町
民

の
生

活
へ

ス
ポ

ー
ツ

を
定

着
さ

せ
、

ス
ポ

ー
ツ

活
動

を
通

じ
て

町
民

が
心

身
と

も
に

健
康

で
喜

び
と

感
動

に
満

ち
た

生
活

を
送

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

生
涯

ス
ポ

ー
ツ

の
推

進
に

努
め

る
。

・
町

長
杯

争
奪

町
民

ゴ
ル

フ
大

会
・

防
犯

少
年

剣
道

大
会

・
町

民
グ

ラ
ウ

ン
ド

ゴ
ル

フ
大

会
・

防
犯

少
年

野
球

大
会

・
小

学
校

防
犯

ソ
フ

ト
ボ

ー
ル

大
会

・
町

民
卓

球
大

会
・

３
６

０
歳

野
球

大
会

・
町

民
ボ

ウ
リ

ン
グ

大
会

・
新

春
マ

ラ
ソ

ン
大

会
・

町
民

ナ
イ

タ
ー

ソ
フ

ト
バ

レ
ー

大
会

▼
青

少
年

層
は
学

校
や

会
社

等
で

の
つ

な
が

り
が

切
れ

て
し

ま
う

と
、

社
会

と
の

接
点

を
喪

失
し

孤
立

化
す

る
危

険
性

が
高

い
。

▼
青

少
年

た
ち
の

集
え

る
場

や
機

会
の

創
設

・
運

営
を

支
援

す
る

こ
と

で
、

自
殺

の
リ
ス

ク
を

抱
え

か
ね

な
い

青
少

年
と

の
接

触
を

図
れ

る
可

能
性

が
あ

る
。

●
●

●
●

●
●

1
1
2

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・

文
化
係

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
に
関
す
る
こ
と

・
各

小
学

校
単

位
で

の
活

動
で

は
な

く
、

町
単

位
で

の
ｽ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾂ
交

流
を

目
指

す
。

▼
交

流
事

業
を
通

じ
て

、
学

校
と

は
違

う
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
で

自
分

の
役

割
や

有
用

性
を

見
出

す
こ

と
が

で
き

れ
ば

、
自

己
有

用
感

の
醸

成
等

に
寄

与
し

得
る

。
●
●

●
●

●

1
1
3

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・

文
化
係

ス
ポ
ー
ツ
団
体
等
全
国
大
会
出
場
補
助

金
激
励
事
業
に
関
す
る
こ
と

・
優

秀
な

成
績

を
収

め
た

各
種

団
体

に
対

し
て

、
激

励
す

る
。

▼
交

流
事

業
を
通

じ
て

、
学

校
と

は
違

う
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
で

自
分

の
役

割
や

有
用

性
を

見
出

す
こ

と
が

で
き

れ
ば

、
自

己
有

用
感

の
醸

成
等

に
寄

与
し

得
る

。
●
●

●
●

●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

1
1
4

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・

文
化
係

町
民
体
力
テ
ス
ト
に
関
す
る
こ
と

・
町

民
の

体
力

の
把

握
。

▼
交

流
事

業
を
通

じ
て

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

で
自

分
の

役
割

や
有

用
性

を
見

出
す

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

自
己

有
用

感
の

醸
成

等
に

寄
与

し
得

る
。

●
●

●
●

●
●

1
1
5

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・

文
化
係

軽
ス
ポ
ー
ツ
教
室
・
大
会

・
手

軽
に

で
き

る
軽

ス
ポ

ー
ツ

の
機

会
提

供
と

推
進

。
（

ユ
ニ

カ
ー

ル
大

会
等

）

▼
青

少
年

層
は
学

校
や

会
社

等
で

の
つ

な
が

り
が

切
れ

て
し

ま
う

と
、

社
会

と
の

接
点

を
喪

失
し

孤
立

化
す

る
危

険
性

が
高

い
。

▼
青

少
年

た
ち
の

集
え

る
場

や
機

会
の

創
設

・
運

営
を

支
援

す
る

こ
と

で
、

自
殺

の
リ
ス

ク
を

抱
え

か
ね

な
い

青
少

年
と

の
接

触
を

図
れ

る
可

能
性

が
あ

る
。

●
●

●
●

●
●

1
1
6

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・

文
化
係

・
町
体
育
協
会
に
関
す
る
こ
と

・
県
民
体
育
大
会
に
関
す
る
こ
と

・
ス

ポ
ー

ツ
に

対
す

る
意

識
の

高
揚

と
町

民
の

一
体

感
を

盛
り

上
げ

、
ス

ポ
ー

ツ
の

振
興

を
図

る
。

▼
交

流
事

業
を
通

じ
て

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

で
自

分
の

役
割

や
有

用
性

を
見

出
す

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

自
己

有
用

感
の

醸
成

等
に

寄
与

し
得

る
。

●
●

●
●

●
●

1
1
7

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・

文
化
係

県
民
駅
伝
競
走
大
会
に
関
す
る
こ
と

・
市

町
村

対
抗

に
よ

る
駅

伝
を

通
し

、
町

民
の

一
体

感
を

盛
り

上
げ

、
ス

ポ
ー

ツ
の

振
興

を
図

る
｡

▼
交

流
事

業
を
通

じ
て

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

で
自

分
の

役
割

や
有

用
性

を
見

出
す

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

自
己

有
用

感
の

醸
成

等
に

寄
与

し
得

る
。

●
●

●
●

●

1
1
8

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・

文
化
係

県
民
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

に
関
す
る
こ
と

・
県

レ
ベ

ル
で

の
ス

ポ
ー

ツ
・

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

大
会

へ
参

加
し

、
交

流
を

図
る

。
▼

交
流

事
業

を
通

じ
て

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

で
自

分
の

役
割

や
有

用
性

を
見

出
す

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

自
己

有
用

感
の

醸
成

等
に

寄
与

し
得

る
。

●
●

●
●

●
●

1
1
9

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・

文
化
係

り
ん
ご
の
里
板
柳
ま
る
か
じ
り
ウ
オ
ー

ク
大
会
に
関
す
る
こ
と

・
風

景
を

楽
し

み
な

が
ら

、
町

内
特

設
コ

ー
ス

を
歩

き
、

参
加

者
の

健
康

づ
く

り
と

互
い

の
交

流
を

図
る

。
▼

交
流

事
業

を
通

じ
て

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

で
自

分
の

役
割

や
有

用
性

を
見

出
す

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

自
己

有
用

感
の

醸
成

等
に

寄
与

し
得

る
。

●
●

●
●

●
●

1
2
0

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課

ス
ポ

ー
ツ
・

文
化
係

総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
に
関
す

る
こ
と
（
り
ん
ご
の
里
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

）

・
生

涯
に

わ
た

っ
て

ス
ポ

ー
ツ

を
楽

し
む

こ
と

が
で

き
る

「
場

」
を

地
域

に
つ

く
り

、
定

着
さ

せ
、

そ
の

ク
ラ

ブ
を

通
じ

て
生

涯
ス

ポ
ー

ツ
社

会
の

創
出

に
貢

献
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

、
地

域
に

住
む

人
の

生
涯

ス
ポ

ー
ツ

の
拠

点
と

し
て

、
誰

も
が

求
め

る
環

境
づ

く
り

を
目

指
す

。

▼
交

流
事

業
を
通

じ
て

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

で
自

分
の

役
割

や
有

用
性

を
見

出
す

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

自
己

有
用

感
の

醸
成

等
に

寄
与

し
得

る
。

●
●

●
●

●
●

1
2
1

上
下
水
道
課

業
務

管
理
係

水
道
料
金
等
徴
収
業
務
に
関
す
る
こ
と

・
料

金
滞

納
者

に
対

す
る

料
金

徴
収

（
集

金
）

事
務

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
給

水
停

止
執

行
業

務

▼
水

道
料

金
等
を

滞
納

し
て

い
る

人
へ

の
督

促
業

務
等

を
含

む
の

で
あ

れ
ば

、
課

員
に

ゲ
ー

ト
キ

ー
パ

ー
研

修
を

受
講

し
て

も
ら

う
こ

と
に

よ
り

、
問

題
を

抱
え

て
生

活
困

難
に

陥
っ

て
る

家
庭

に
対

し
て

、
課

員
が

必
要

に
応

じ
て

関
係

課
等

へ
連

絡
の

体
制

を
と

れ
る

可
能

性
が

あ
る

。

●
●

●

1
2
2

板
柳
中
央
病
院

業
務

管
理
係

病
院
運
営

・
地

域
住

民
が

身
近

な
と

こ
ろ

で
必

要
な

医
療

を
受

け
ら

れ
る

た
め

、
近

隣
地

域
の

病
院

や
診

療
所

と
の

適
切

な
役

割
分

担
の

も
と

、
医

療
の

提
供

を
行

う

▼
自

殺
未

遂
者
支

援
や

地
域

包
括

ケ
ア

事
業

等
を

進
め

る
上

で
の

、
地

域
の

拠
点

と
な

り
得

る
。

●
●

1
2
3

板
柳
中
央
病
院

地
域

連
携
室

地
域
連
携
室
等
に
関
す
る
こ
と

・
病

院
受

診
者

を
中

心
と

し
た

地
域

住
民

か
ら

医
療

、
介

護
、

福
祉

等
に

関
す

る
各

種
相

談
を

受
け

付
け

る

▼
相

談
者

の
中
で

、
自

殺
リ

ス
ク

が
高

い
者

に
対

し
て

、
必

要
な

助
言

や
適

切
な

支
援

先
へ

つ
な

ぐ
等

の
対

応
を

行
う

こ
と

が
で

き
れ

ば
、

自
殺

リ
ス

ク
の

軽
減

に
も

寄
与

し
得

る
。

●
●

●
●
●

1
2
4

板
柳
中
央
病
院

業
務

管
理
係

未
収
金
の
管
理
、
督
促
、
徴
収
に
関
す

る
こ
と

・
公

立
病

院
の

滞
納

受
診

料
・

入
院

料
の

効
率

的
収

納
と

自
主

納
付

を
促

進
し

、
収

納
率

の
向

上
を

図
る

▼
医

療
費

滞
納
者

の
中

に
は

生
活

面
で

深
刻

な
問

題
を

抱
え

て
い

る
ケ

ー
ス

が
多

く
み

ら
れ

る
た

め
、

支
援

に
つ

な
げ

る
体

制
の

充
実

を
図

る
。

●
●

●
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★
1

2
3

4
5

6
7

8
9

番
号

担
当
課
等

担
当
係

事
業
名

事
業
概
要

自
殺
対
策
の
視
点
を
加
え
た
事
業
案

フ ロ ー チ ャ ー ト 活 用

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化

人 材 育 成

啓 発 と 周 知

生 き る 支 援

児 童 生 徒 の S O S の 出 し 方

子 ど も ・ 若 者 対 策

勤 務 ・ 経 営

高 齢 者

生 活 困 窮 者

＜
基
本
施
策
＞

＜
重
点
施
策
＞

1
2
5

ふ
る
さ
と
セ
ン

タ
ー

業
務

管
理
係

施
設
の
管
理
運
営
の
相
互
調
整
に
関
す

る
こ
と

・
各

施
設

の
管

理
に

関
す

る
事

務
・

各
施

設
の

維
持

補
修

に
関

す
る

事
務

・
各

施
設

の
整

備
に

関
す

る
事

務

▼
施

設
が

自
殺
発

生
の

発
地

と
な

り
う

る
場

合
は

、
当

施
設

を
対

策
の

拠
点

と
し

巡
回

等
を

行
う

な
ど

の
対

応
を

取
る

な
ど

ハ
イ

リ
ス

ク
地

対
策

を
進

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
▼

実
態

分
析

の
情

報
を

共
有

す
る

と
と

も
に

、
具

体
的

な
連

携
方

法
（

巡
回

等
）

の
検

討
が

必
要

と
な

る
。

●
●

●
●
●
●
●
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第４章　自殺対策の推進体制 

１　自殺対策の推進体制等 

 

「板柳町いのちを支える自殺対策推進本部」を設置し、自殺対策について庁内関係課等の

緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進します。  

また、行政や関係機関で構成する「板柳町健康づくり推進協議会」において、連携の強化を

図り、社会全体での取組を推進します。 

 

 

①　板柳町いのちを支える自殺対策推進本部 

板柳町庁内において、町長をトップとした全所属長で構成される庁内組織であり、町長の強

いリーダーシップのもと、全庁を挙げて横断的な自殺対策に取り組んでいきます。 

 

「板柳町いのちを支える自殺対策推進本部」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②　板柳町健康づくり推進協議会 

　医療、保健、介護・福祉、議会、児童、保健所、教育、商工労働、警察・消防等の町内外の

幅広い関係機関で構成されるメンバーにおいて、当町の自殺対策推進の中核組織として、自

殺対策に係る計画の協議や承認、計画の進捗状況の検証などを行います。 

 

③　自殺対策の担当課・担当者（「計画策定」事務局） 

　本計画の担当課（計画策定事務局）は健康推進課とします。 
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●担当課のみで完結

板柳町いのちを支えるネットワークフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　 

　　　　「別のことも相談したいです」　　　　　　　　　　　　「大丈夫です」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜相談対応の流れ＞    ① ねぎらいの言葉を伝える 

② 傾聴し、相手の思いを受け止める  

③ 相談内容の確認 

「大変でしたね」  

「体調は大丈夫ですか？」  

「眠れていますか？」
眠れていない場合は、「お困りのことや悩んでいることは

ございませんか？」と話を進めていくことで、その背景に

ある 問題が見えてくることがある。 

「もし、お困りのことがあれば、お知らせください。」

※相談対応している中で、もし気になる点などが

あったら、上司とも相談の上、必要に応じて健康

推進課にご相談ください。  

＜例えば・・・＞  

★話がうまく伝わらない、かみ合わない  

★怒りやすい  

★何度も同じ話を相談に来る  

★物を無くした等、何度も対応することがある  

★いつもと違う様子が気になる  

（元気がない、表情が暗い、泣く、顔色が悪い、体

調が悪そう・・・等）  

・中には、認知症がある高齢者の方や、障害のあ

る方などは、健康推進課側でも普段から相談を受

けている場合もあります。必要に応じて職員が同

席したり、家族に連絡を取り、対応をお手伝いで

きることもあります。  

・対応している中で支援を申し出たのに断られる

場合もあります。もう一度、関係機関と一緒に支

援していきたい旨を伝え「できることはありません

か」と声をかけてみましょう。

●関係機関につなぐ

【紹介する際の留意点】 

※「たらい回し」「丸投げ」にならないように十

分配慮し、相談機関の紹介だけにならないよ

うにしましょう。  

※相談先で対応できる内容かどうか、確認

することが、相手の安心にもつながります。  

①相談内容を再度確認し、紹介先の機関に

つなぐ旨を伝え、本人の同意を得た上で、電

話連絡を行う。  

※庁舎内であれば、必要に応じて案内する。

または、担当課より出向いてもらう。  

②電話にて概要を伝え、対応を依頼。  

③安心して次の窓口への相談ができるよう、

相談先の機関名（窓口名）、電話番号、担当

者名を伝える。必要であれば、メモした紙を

渡す。  

④つなぎを受けた場合は、必要に応じ、相談

元に連絡を行い、相談の概要を再度確認す

る。

様々な悩みを抱えている人は、不眠を訴える人が多いた

め、「眠れていますか?」と声をかけてみる。  
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　窓口に来る人の中には、話をうまく伝えられない人や、どこに相談したら良いか分からない人、相談内容

をたくさん抱えている人など、様々な人がいます。高齢者の場合は、認知症の方もいるかもしれません。  

　相手の話を聞きながら、その様子を観察し、必要な時には協力しながら、問題解決のために一緒に対応

できればと思います。 

・・・ 主な相談窓口 ・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

 

※年度末に対応したケースの件数を確認します。 

 
内容 相談窓口 電話番号 備考

 
消費者問題等に関する相談窓

口を案内する
産業振興課

７３－２１１１ 

（内線３２０）
　

 
生活保護、福祉サービスに関

する相談
介護福祉課

７３－２１１１ 

（内線１１１）
　

 
生活、福祉に関する心配・困り

ごと相談 
社会福祉協議会 ７２－１１６１ 　

 
高齢者の介護等に関する相談 地域包括支援センター ７９－２１１６ 　

 
心の悩み、健康上の相談 健康推進課

７３－２１１１ 

（内線１８５）
　

 
どこに相談していのかわからな

い
健康推進課

７３－２１１１ 

（内線１８５）
　

板柳町いのちを支えるネットワークの手引きについて 

●背景および目的  

　自殺の背景には、様々な「危機要因」が潜んでおり、それらが連鎖しながら自殺の危機経路を形成し

ている。そのため、相談者の複雑かつ多様な相談ニーズに対し、各種相談窓口が連携して適切に応え

られるネットワークが必要である。  

　最近、当町では、高齢化により認知症と思われる方への対応や、中には障害のある方など、一見窓

口対応している中で気づきにくいが、それが分からず対応に苦慮する状況も見られている。その場合、

根本的な原因に気づき、関係課と連携して対応していく必要がある。  

●方法 

　手引きを活用した窓口対応を参考に、全職員が一貫した対応を行う。  

　また、青森県障害福祉課が作成した「こころの相談窓口ネットワーク電話番号一覧」も併せて活用。
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＜町民意識調査票＞

 

令和４年度　板柳町健康指標(健康意識・生活習慣)調査

あなたの生活と健康についてお聞きします。この用紙を記入し健診結果説明会にご持参ください

フリガナ 健診受診日　　Ｒ４年　　 　月　　 　 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男　　女 総合健診ＮＯ．

生年月日 面接日　　　　　Ｒ４　年　　　 月　　　 日

電話番号 　　　　　　　　　－　 世帯番号 　　　　　～ 担当者

質問1 あなたの職業を教えてください　　　　

１．農業　　２．自営業　　３．会社員　　４．専業主婦　　５．無職　　６．その他（　　　　　　　　　　　　　）

具体的な仕事の内容

質問2 同居家族（本人以外）は何人ですか　　　　　（　　　　　　人）

１．夫　　２．妻　　３．子ども（　　　　人）　　４．子の妻　　５．子の夫　６．孫（　　　　人）　　７．父（舅）　　　　

８．母（姑）   ９．祖父　１０．祖母　１１．その他（　　　　　　　　　　　　　）

○出稼ぎ、単身赴任等で別居中の家族 　　１．あり（　　　　　　　　）　　　２．なし

質問3 あなたの一日の生活時間を教えてください

 ６．朝食　　　　　　　時　　　　　　分頃　・　食べない 

 ７．昼食　　　　　　　時　　　　　　分頃　・　食べない  

 ８．夕食　　　　　　　時　　　　　　分頃　・　食べない

 ９．間食　　　　　　　時　　　　　　分頃　・　ほとんど食べない

　　 　　 　　　　　　    時　　　　　　分頃　・　ほとんど食べない

質問4 あなたの日常生活についてお聞きします　　　

 １．日常の家族関係　　　　　　　　　　　　　　　：　　不満　　　　やや不満　　　　まあまあ満足　　　　満足

 ２．自分の家族の健康状態　　　　　　　　　　 ：　　不満　　　　やや不満　　　　まあまあ満足　　　　満足

 ３．仕事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：　　不満　　　　やや不満　　　　まあまあ満足　　　　満足

 ４．金銭的（経済的）なこと　　　　　　　　　　　　　　：　　不満　　　　やや不満　　　　まあまあ満足　　　　満足

 ５．夜中の12時以降に寝ることが週に3回以上ありますか　　  　 はい ・ いいえ ・ どちらともいえない

 ６．週に一日以上の休みをとっていますか　　　   　　　　　　　　　　　　 はい ・ いいえ ・ どちらともいえない

 ７．疲れているのに眠れない日が、２週間以上続いていますか はい ・ いいえ ・ どちらともいえない

 ８．食欲がなく、体重が減ったと思いますか はい ・ いいえ ・ どちらともいえない

 ９．だるくて意欲がわかないことがありますか はい ・ いいえ ・ どちらともいえない

質問5 あなたは現在の生活に「生きがい」を感じていますか

１．　 とても感じる 　　　　　　　　 ２．  まあまあ感じている

３．　 あまり感じない　　　　　　　　 ４．  生きがいを感じない

質問6 あなたはふだん、自分で健康だと思いますか

１．　 非常に健康だと思う　　　　　 ２．  まあまあ健康だと思う

３．　 あまり健康ではない　　　　　 ４．  健康ではない

質問7 あなたはふだん、健康のために何か実践していることはありますか 

１． 　ある　　　　　　　　　　　　　　 ２．　なし

　　　　　　　　上の問で「 1 」と答えた方にうかがいます。

質問7-1 あなたが健康のために実践していることはどんなことですか

１．　食事バランスを考えて食べる   　　２．　 運動の習慣がある    　　 ３．　禁煙　　　　　４．　標準体重を維持する

５．　薄味をこころがける     　  ６．　 お酒の飲みすぎに注意する  　　　  ７．　 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．休憩（昼寝）　　　　　  時　  　 分～　　　　時　　　分

４．仕事（午後）　　 　　　 時　　　 分～　　　　時　　　分　　　　　　　

５．就寝　　　　　　　　    　時　　　　　　分頃

氏名

世帯主

　Ｔ　・　Ｓ　・　Ｈ　　　　　　年　　　　　月　　　　　　日　　　（　　　　　　　　歳）　　　　　　　　　　

１．起床　　　　　　　　　　 時　　　　     分頃

２．仕事（午前）　　　　　  時　　　 分～　　　　時　　　分　　　　　　　
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質問8 あなたの家では、一週間に家族そろって食事をするのは何回位ですか

１．  一日1回以上                 　    ２．  一週間に3回位　　　　　　　　３．  一週間に1回位            

４．  ほとんどない　　　　　　　　　 　  ５．  家族がいない

質問9 あなたは、一日3食たべますか

１．　3食たべる              　 　　  　　２．　一日2食しかたべない　（欠食するのは　　朝　　・　　昼　　・　　夕　　）　

質問10 あなたは野菜（つけもの以外）を一日３５０ｇ以上（生野菜なら両手１杯程度、火を通した物なら片手1杯程度）

食べていますか

１． 毎日食べている　                　　　  ２． 　時々（週2～3回）食べている　　

３． 食べているが量がわからない          ４． 　ほとんど食べない

質問11 あなたは、外食を何回位しますか

１．　一日2回以上　　　　　　　　　　 　　　　２．　 一日1回

３．　一週間に1～2回程度         　　   　 ４．　 週３～４回程度　　　　　 　　５．   ほとんどしない

質問12 あなたは、間食(水、お茶以外）をしますか

１．　ほとんど毎日する　　　　　　　　　　　　２．  一週間に5回以上する

３．　一週間に1～2回程度する          　　４．  ほとんどしない

　　　　　　　上の問で「１、２、３」と答えた方にうかがいます。

質問12-1 あなたは、間食(飲み物を除く)としてどのようなものをとりますか

１．　菓子類　　　　　   ２．　主に果物　　　　　３．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

質問12-2 あなたは、間食（飲み物）としてどのようなものをとりますか

１．　缶コーヒー・コーラなど市販の砂糖入り飲料をよく飲む　　　２．　りんご・みかんなど果汁100%ジュースをよく飲む

３．　コーヒーや紅茶に砂糖を入れて作ったものを飲む　　　　 　４．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

質問13 あなたは、日頃から日常生活の中で、仕事以外にからだを動かすなどの運動を実施していますか

１．　はい　　　　　　　　２．　　いいえ

　　　　　

質問13-1 上の問で「１」と答えた方は、運動の内容と時間についてお知らせください

１．　ほとんど毎日 (運動の内容         　　　　　　　　　　　　　　　 　  )　(１日の時間　　　　時間・　　　　分)

２．　週 ３～６　回 (運動の内容         　　　　　　　　　　　　　　　　　  )　(１回の時間　　 　　時間・　　　　分)

３．　週 ２ 回　　　 (運動の内容        　　　　　　　　　　　　　　　　　   )　(１回の時間　　 　　時間・　　　　分)

４．　週 １ 回　　　 (運動の内容         　　　　　　　　　　　　　　　　　  )　(１回の時間　　 　　時間・　　　　分)

質問14 １日に歩く歩数がわかる方のみ、およその一日の歩数をお答え下さい

およそ（　　　　　　　　　　　　　　）歩

質問15 あなたは、ストレスを感じますか

１．　いつも感じる　　　　  　　２．　時々感じる　　　　　　　 　３．　あまり感じない

　　　　　上の問で「１、２」と答えた方にうかがいます

質問15-1 あなたは、自分なりのストレス解消法を実施していますか

１．　実施している　　　　　　　２．　あまり実施していない　　　　　　　　　３．　解消法がわからない

質問16 あなたは、気分が沈んでゆううつになることがありますか

１．　いつもある　　　　　　　 　２．　時々ある　　　　　　　 　　　　３．　ない

質問17 あなたは睡眠が十分にとれていると思いますか

１．　十分とれている　　　　 　２．　まあまあとれている　　　　　３．　あまりとれていない

　

裏面の記入もお願いします
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質問18 あなたはうつ病の症状（食欲がない・眠れない・体重減少等）を知っていますか

１．　よく知っている　　　　　２．　まあまあ知っている　　　　　３．　あまり知らない

質問19 自分は「うつ」ではなかと思ったことはありますか

１．　はい　　　　　２．　いいえ　　　　　３．　どちらともいえない

質問20 死にたいと思ったことはありますか

１．　はい　　　　　２．　いいえ　　　　　３．　どちらともいえない

質問21 自殺予防週間（9月10日～16日）、自殺対策強化月間（3月）を知っていますか

１．　はい　　　　　２．　いいえ　　　　

質問22 こころの相談窓口ネットワーク（相談機関）を知っていますか

１．　はい　　　　　２．　いいえ　　　　

質問23 毎月１回、町で「こころの健康相談」を実施していることを知っていますか

１．　はい　　　　　２．　いいえ　　　　

質問24 あなたは「ゲートキーパー」という言葉を聞いたことがありますか

１．　はい　　　　　２．　いいえ　　　　

質問25 産業振興課担当の「相談窓口紹介ネットワーク事業」を知っていますか

１．　はい　　　　　２．　いいえ　　　　

質問26 あなたは、たばこを吸いますか。該当する番号に○をつけ、１に該当する場合は、たばこの一日の本数と

吸い始めてからの年数を記入してください

１．　吸っている(　　　本/日×　　年) 　　　　　２．　以前は吸っていた　　　　　３．　吸ったことはない

　　　　　　上の問で「１」と答えた方は、次のどれにあてはまりますか。

１．　やめたいと思わない　　　　　　　　　　　　２．　本数を減らしたいと思っている

３． やめたいと思っている　（　・1か月以内　・3か月以内　・6か月以内　・１年以内　）

質問27 あなたは、たばこが健康に与える影響についてどう思いますか。それぞれの病気について、あてはまる

番号に1つ○印をつけてください

<ア　 肺がん >

　　１．  たばこを吸うとかかりやすくなる  　　 ２．  どちらとも言えない

　　３．  たばこと関係ない　　　　　　　　　　　　４．  わからない

<イ  喘息 >

　　１．  たばこを吸うとかかりやすくなる  　　 ２．  どちらとも言えない

　　３．  たばこと関係ない　　　　　　　　　　　　４．  わからない

<ウ  気管支炎 >

　　１．  たばこを吸うとかかりやすくなる  　　 ２．  どちらとも言えない

　　３．  たばこと関係ない　　　　　　　　　　　　４．  わからない

<工  心臓病 >

　　１．  たばこを吸うとかかりやすくなる  　　 ２．  どちらとも言えない

　　３．  たばこと関係ない　　　　　　　　　　　　４．  わからない

<オ  脳卒中 >

　　１．  たばこを吸うとかかりやすくなる  　　 ２．  どちらとも言えない

　　３．  たばこと関係ない　　　　　　　　　　　　４．  わからない

<カ  胃潰瘍 >

　　１．  たばこを吸うとかかりやすくなる  　　 ２．  どちらとも言えない

　　３．  たばこと関係ない　　　　　　　　　　　　４．  わからない
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<キ  妊娠への影響 (低出生体重児や流産・早産など) >

　　１．  たばこを吸うと影響を受ける　　 ２．  どちらとも言えない

　　３．  たばこと関係ない　　　　　　　　　　　　４．  わからない

<ク 　歯周病(歯槽膿漏など) >

　　１．  たばこを吸うとかかりやすくなる  　　 ２．  どちらとも言えない

　　３．  たばこと関係ない　　　　　　　　　　　　４．  わからない

質問28 あなたは、週に何日位お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか

１．  毎日        　　 　　 ２．  週5～6日          　　３．  週3～4日　　　　　　　　　　　　

４．  週1～2日    　　　  ５．  月1～3日

６．  やめた（１年以上やめている）         　　　   ７．  ほとんど飲まない(飲めない)

　　　　　上の問で「 １、２、３、４、５　」と答えた方にうかがいます。

質問28-1 お酒を飲む日は一日あたり、どれくらいの量を飲みますか。清酒に換算してください

１．　1合(180ml)未満　　　    ２．　1合～2合(360ml)未満　　　 ３．　2合～3合(540ml)

４．　3合～4合(720ml)未満　 ５．　4合～5合(900ml)未満　　　 ６．　5合(900ml)以上

清酒1合(180ml)は次の量に相当します。　　　　　　　　　　　　　　　　

・　ビール・発泡酒中瓶1本(500ml)　 ・　ワイン2杯(240ml)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

・　焼酎20度(135ml)、焼酎35度(80ml)

・　酎ハイ ７％(350ml)　・　ウイスキーダブル1杯(60ml) 　

質問29 あなたは、健康のために適度な一日の飲酒量は、次のうちどれだと思いますか

１．  清酒1合(ビール中瓶1本)        ２．  清酒2合(ビール中瓶2本)

３．  清酒3合(ビール中瓶3本)        ４．  わからない

質問30 あなたは、一日何回歯みがきしますか

１．　３回　　　　　　　２．　２回　　　　　　　３．　１回　　　　　　４．　みがかない日もある

質問31 あなたは、定期的(年1回程度)に歯科検診を受けていますか

(該当する番号に○印をつけてください。)

１．　受けている（　・年１回 　・年２回　 ・年３回以上　）　　　２．　　受けていない

質問32 あなたは、歯間ブラシや糸ようじを使用して歯磨きをしていますか

１．  使用している　　　　　 　２．　　時々使用する　　　　　　 　３．　　使用していない

質問33 あなたの歯（入れ歯は除く）は、現在何本ありますか

（　               ） 本 　　　  わからない方は、鏡で見てみましょう！！

質問34 あなたはロコモ（ロコモティブシンドローム、運動器症候群）ということばについて知っていますか？

１．　内容を知っている　　　　　　２．　ことばは聞いたことはあるが、内容はわからない

３．　知らない

質問35 あなたは慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）ということばについて知っていますか？

１．　内容を知っている　　　　　　２．　ことばは聞いたことはあるが、内容はわからない

３．　知らない

ご協力ありがとうございました

板柳町健康推進課　　保健師
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板柳町いのちを支える自殺対策推進本部設置要綱 

 

（設置） 

第１条　自殺対策基本法（平成18年法律第85号）に基づき、生きるための包括的な支援を推進す

ることにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、板柳町いのちを支える自殺対策推

進本部（以下「本部」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条　本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。 

（２）自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。 

（３）自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。 

（４）自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。 

（５）その他自殺対策の総合的な推進に関すること。 

 

（組織） 

第３条　本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２  本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長、教育長をもって充てる。 

３  本部員は、別表第１に掲げる職員をもって充てる。 

 

（本部長及び副本部長の職務） 

第４条　本部長は、本部を代表し、本部を総理する。 

２  副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

 

（会議） 

第５条　本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。 

２  本部は、本部員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３  本部員は、本部長の許可を受け、本部員以外の者を代理出席させることができる。 

４  本部長は、必要があると認めるときは本部員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは

説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

５  本部の議事は、出席した本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、本部長の決する

ところによる。 

 

 

（作業部会） 

第６条　本部に、所掌事務の専門的な検討及び調査を行わせるため、作業部会を置く。 

２  作業部会は、会長、副会長及び会員をもって組織する。 

３  会長は健康推進課長をもって充て、副会長は健康推進課長補佐をもって充てる。 
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４  会員は、別表第１に掲げる課長等が指名する職員をもって充てる。 

５  会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。 

６  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

７  会長は、必要に応じて作業部会を招集し、これを主宰する。 

８  会長は、作業部会における検討及び調査の進捗状況を本部長に報告するものとする。 

 

（庶務） 

第７条　本部及び作業部会の庶務は、健康推進課において処理する。 

 

（その他） 

第８条　この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

 

附　則 

この要綱は、平成３０年９月２０日から施行する。 

 

別表第１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康推進課長、介護福祉課長、総務課長、企画財政課長、税務会計課長、町民生活課長、産業振

興課長、地域整備課長、上下水道課長、教育委員会学務課長、教育委員会生涯学習課長、議会

事務局長、ふるさとセンター所長、板柳中央病院事務長
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自殺対策基本法 

 

第一章　総則 

（目的） 

第一条　この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況

にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが

重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団

体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対

策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、も

って国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とす

る。 

（基本理念） 

第二条　自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊

重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その

妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充

実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければならない。 

２　自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な

社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。 

３　自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に

精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。 

４　自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が

未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならな

い。 

５　自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、

総合的に実施されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条　国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対策を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２　地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況

に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

３　国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の援助

を行うものとする。 

（事業主の責務） 

第四条　事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する

労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国民の責務） 

第五条　国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深

めるよう努めるものとする。 

（国民の理解の増進） 
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第六条　国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の理

解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条　国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総

合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 

２　自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。 

３　国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それに

ふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

４　国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するものと

し、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさわしい

事業を実施するよう努めるものとする。 

（関係者の連携協力） 

第八条　国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六

号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七条第一

項及び第三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自

殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条　自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名

誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなけれ

ばならない。 

（法制上の措置等） 

第十条　政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措

置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第十一条　政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する報

告書を提出しなければならない。 

 

第二章　自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条　政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の

大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）を定めなけれ

ばならない。 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条　都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内

における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」という。）

を定めるものとする。 

２　市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当

該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計画」と

いう。）を定めるものとする。 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 
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第十四条　国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況

に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県

又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内

容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を

交付することができる。 

 

第三章　基本的施策 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条　国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺の

実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、

自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにその

成果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報

の収集、整理及び提供を行うものとする。 

２　国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備を

行うものとする。 

（人材の確保等） 

第十六条　国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、自

殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条　国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る

教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心の

健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

２　国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当たっ

ては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 

３　学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図

りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として共に尊重

し合いながら生きていくことについての意識の涵かん養等に資する教育又は啓発、困難な事態、

強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発

その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うよう努

めるものとする。 

（医療提供体制の整備） 

第十八条　国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれ

がある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保

健に関して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の診療を受けやす

い環境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病につ

いての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救

急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地域において自殺対策

に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者との円

滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 
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第十九条　国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の

自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるも

のとする。 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条　国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等

への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条　国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に

及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要な

施策を講ずるものとする。 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条　国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援等

に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

第四章　自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条　厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」という。）を置く。 

２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一　自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二　自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三　前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の

実施を推進すること。 

（会議の組織等） 

第二十四条　会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２　会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３　委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大

臣が指定する者をもって充てる。 

４　会議に、幹事を置く。 

５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

７　前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

（必要な組織の整備） 

第二十五条　前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整

備を図るものとする。 

 

附　則　抄 

（施行期日） 

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

附　則　（平成二七年九月一一日法律第六六号）　抄 
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（施行期日） 

第一条　この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一　附則第七条の規定　公布の日 

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置） 

第六条　この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条

第一項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の自

殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもっ

て存続するものとする。 

（政令への委任） 

第七条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置

は、政令で定める。 

附　則　（平成二八年三月三〇日法律第一一号）　抄 

（施行期日） 

１　この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施

行する。 
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R5.5.1

区分 所　　　属 職　　名　 氏　　名 備　考

医療関係者 板柳中央病院 院長 照 井 健

田中外科内科医院 院長 田 中 正 彦 会長

渡部胃腸科内科 院長 渡 部 司

久米田歯科 院長 久 米 田 讓

保健関係者 板柳町保健衛生協力委員 代表 成 田 の り 子

板柳町食生活改善推進員 会長 櫻 庭 智 子

介護・福祉関係者 板柳町社会福祉協議会 会長 三 戸 武

社会福祉法人鶴住会 理事長 村 上 倫 子

板柳町民生児童委員協議会 会長 永 澤 義 男

板柳町地域包括支援センター 管理者 葛 西 祐 子

板柳町身体障害者福祉会 会長 田 澤 亮 副会長

板柳町老人クラブ連合会 会長 三 戸 武

議会関係者
板柳町議会福祉建設文教常任
委員会

委員長 鈴 木 清 孝

児童関係者 主任児童委員 成 田 千 鶴 子

板柳第二保育所鶴住 所長 齊 藤 育 子

学識経験者 大 屋 俊 考

竹 浪 均

鬼 武 由 美 子

保健所 弘前保健所 所長 齋 藤 和 子

教育関係者 板柳町校長会 会長 三 橋 信

商工労働関係者 板柳町商工会 会長 名 越 勉

警察・消防関係者 弘前警察署 署長 半 澤 一 人

板柳消防署 署長 藤 田 茂 樹

　※任期：令和５年５月１日～令和７年４月３０日　(２年間)

板柳町健康づくり推進協議会委員名簿

- 79 -


